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保　健　福　祉

生涯を通じて、心身共に健康で!Lこきがいを持ちながら暮らしていくことは、全ての車代の願いです。

しかし、現代社会においては、心身の健康を阻雷する要間が多様化する中、特に高齢化の急速な進展にともな

い、今後ますます医療や介護の需要が高まることが「想されています。加えて、予ども連を取り巻く社会や家族

の環境が大きく変化し、子育ての困難さも増していますo

これらに対して、まず、自らの健康は自らが守ることを基本に、市民の健康づくりの指針となる「健康くまも

と2 1」を策定し、 ・人ひとりの健康づくりの意識を積極的に高めるとともに、子どもの健やかな成長や、高齢

者・障害者の生きがいのある幕らしを支えるため、保健、医療、福祉の総合的なサ-ビスを身近なところで提供

できる体制づくりを、民間事業者、市民ボランティアなどと連携し進めていますO

1　健やかなライフスタイルの確立

近年、これまで減少していた感染症疾患の新興、再興に加え、食事・喫煙・運動不足などの生活習悦に起E対す

る慢性疾患や精神的ストレスに起[大ける疾患が増加しています。

また、化学物質の蔓延によるアレルギ-疾患や環境ホルモンの問題など、健康を阻宮する要因は多様化複雑化

していますC

今後は、長い人生を生きがいのある楽しいものとするために、自分の健康づくりの基本として、市民が口々の

暮らしの中で軌極的に健康づくりを実践できるような放り組みを進めなければなりません。

そこで、自分の健康は自分でつくるという健康観の普及や市民自らが健康づくりに取り組める体*りづくりを進

めるとともに、地域における健康づくり活動を、行政、医療機関、地域が一一体となって推進していますO
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(1)健康づくり推進事業

自分の健康は自分で守るという認識のもとに、幅広く各人が日常生活において栄養・運動・休養の

バランスをとることを基調とした総合的健康づくり対策の普及再発活動を行うO　また、食生活改酎佐

進員を養成するとともにその活動母体である食生活改嗣佳進と封朗報は織による健康づくりのための諸

活動を支援するO

ア　健康づくりの推進(平成14年度から内容変更あり)　　　　　　　　　　(潮立　入)

年 度

区 分
ll 12 日 日

1,097 3,575

l5

健 康 づ く り教 雀 蝣123 3-15 2. 198

イ　地区組軌舌動の支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　恒l)

年 度

ix 蝣:蝣>
ll 12 I :i 「1

17

15

食 生 活 改 善 推 進 員 研 修 会

す こ や か 食 生 活 改 善 論 fir甘会

17 17 1 7 17

t川 80 8 0 8 0 8 0

ウ　食生活改善推進員の養成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C'li偉　人)

I.㌔.、 的 空

区 分
ll I +: 13 「ー la

修 了 者 92 8 7 8 (i 8 ー 8 6

(2)健康相談と情報提供

40歳以上の市民を対象に、医療等以外の保健事業(健康手帳の交付・健康教育・健康相談)杏

行っている。

老人保健(医療以外)事業の実施状況

ア　健康手帳の交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　人)

.I...、 年 度

区 分 、、、、一.～..一.I...、、.
l l 2 13 主t 1 5

医 療 受 給 資 格 者 6▼5 72 6 , 9 5 7

8 . 18 7

6▼8 4 6 I、1. 0 9 8 叫

0医 叫 や 轟 員 格 蝣if J'i >'(蝣̂ 廿 ,2 6 3 9 , 山一 g t 7 3 7 10 . 7 9

※、Fl友卜拍^10J]から医療受給資格対象年齢変更あり

イ　健康教育

年度

区分
lt 12 13 日 l5

閉 福 r車 & ( '}) 600 53 1 285) 50 3 136 127 5-1 15 1 56

延 人 員 ( J 主1.9 1;
14,055 (285) 12 ,8 13 (3 日) 1.656 (蝣1-16) 13,6 16 (-177)

( )個別健康教育

ウ　健康相談

Lt

E 分

.I.皮
12 13 日 15

間 催 [H一秋 ( It‥.).I) I . 1 28 9 7 5 1, 5 8 8 蝣10 0 1. 10 1

延 人 y 人 ) 1 6 , /-12 15 . 2 3 3 15 , -1川 1 2. 5 8 :ラ 「!. 18 8
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(3)各種健康診査充実事業

ア　健康診査

心臓病、脳卒中等の生活習憤病の刊w対策の・環として、また、各種がんの早期発見　早期的癖を

進めるために各種健康診査を実施している。

w旨iftm

(汁)がん検診については、平成13年度より検診料の　A部負担を導入
※は肝炎ウイルス検査

イ　女性健康診査事業

健康診食を受ける機会の少ない1 8歳～3 9歳の女性を対象に生活習慣病、骨組屋症等の健康

診査を実施しているo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　人)

年度
ll ll2 13 「1 15

受 診 者 lー60 7 i,9:ー2 l.bll .862 1,972

(4)結核対策事業

ア　健康診断

年 度

lj'二分
l l 1 2 l.'I 「l 1 5

結 核 ∫.ti tf 'i綿 真数 コ的 ～" 0 3 1 1 3 2 6 29 5

折 十十i fH '.' rt tt 1;>I 14 2 IS O 1 1 9 日 8

も1]=核 ,蝣!蝣蝣蝣れ ¥}j問指 ;ォ 蝣>蝣?蝣) 2 2 0 2 2 8 19 2 18 】

命 令 入 所放 拝 致 2 9 2 3 19 20
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(5)感染症対策事業

エイズ相談及びH I V抗体検査

車民の問に広がるエイズ不安を解消するため、市民が容易にエイズ柚淡及びH I V抗体検査を受けるこ

とができるよう保健所・保健福祉センター-において実施している。

エイズ相談・ H I V抗体検査の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　件)

'I蝣'せ

区 分
l l 12 }3 l l I .)

棚 ,淡

検 査

f. Ill

4 ォ

T肘ー 7 9 5 6 7 3 ー2

4 8 5 6 - 2 5 2 1 tin

(6)予防接種事業

予防接種の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(it雄:件)
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2　健康福祉サービス体制

近年、よojy-j近な地域において、きめ細かな保健福祉サ-・ビスを求める市民二・一一ズが高まっているとともに、

市民の鉦L的な健康づくり活動の拠点となる施設整備や高度医療機閲の充実が必要となっていますO

これらの課題に対し、本市では、市民の多様な二一一ズに糾Lこできるように、保健福祉センターを'!'.[二、とした

地域におけるサ-ビス体制の充実に努めていますG

(l)保健福祉センター

i"了蝣,fiっ木,, -…糾l -ttliVifitl-ン少
ヽ

I'll　<¥:也

敷地ifti !Ji

え生物Ifll亭l'i

間.没年)lll

改築fl:-JI Il

i」 ,a　仲

Enl^^^^^^HH

Si

I-'Jミ　　　帥

IV lit　仙

tenawMM

I'.'、i'蝣I蝣'、 I I

九品'j:1 1 1113?糾L)'ノ

3,216.S-lilf

i」2, 08i>. 7-lrii

とIllトト　　　　、「.い川　日1111

infill　主11川:-:i!

80,蝣100千日

itII'I二Al　'・Iト、ト:り;!Viと

1

!

_

-

'

・

-

'

I

 

n

′

)

　

3

I人(サ{T:)

17A

50, 1991!描;・

131,630A

* ('.す三・.''lt iiVi >ll.t'> V

・ml 】man

I,6S9. mi

延i. 75:i. Siiill]

iSBm‖ BHUH

川<wIr>';)' ::t)i:ii ii土ォサ)

261,779 「I']

sWin: '''「-・ト

摘t.=建

1人

・mm,川.lL・ンク　- : ¥'<V,削蛸桝-lJンクー-　　たL朋nv,fii.jjン//一一

ォ[I!り2J'l卜¥m~13　、l′一成l i IllOfrX!　Tri/M叫16洛LO号

1,759. 6-lin　　　2, 99-l.OOn了　　　3, 351.87iri

延2, 798.Sim　　延l∴3-19. 99rri

Hl川135*主12日lll　、「Illパ二:卜9JJI l!

ll/ifi川L年12)!1311

615,936千　　　　361, 2-I8T-「lj

鉄筋コンクJ一卜搬筋コンクリート
地Fl賠地」二3階建　　　邦皆建

1人　　　　　　　　り＼

19人　　　　　　　17人　　　　　　17人

62, 651川I--III-　　　50, 1 991【川';蝣　　:札i87t!tfif

167,87-1人　　　125,338人　　　110,729人

延I,315.95m

昭抑57年7JIIII

いi;成ノr二11 :川　DM上門*>

2gI,269T一円

rU'in、 `'lト-ト

・M号建

0-人

lTJ、

蝣18,6981!!:ニーut'ItJ
】26,552人

けい1 Kll巾. TJIIRMilitfuまfI心I)''「 I]III'4什

2　Tfl人川.ttf?数・人目は,平成12年間軌m査にAtづく

(2)保健福祉情報ネットワーク整備事業

多様な車上亡の保健福祉ニーズに文接こするため、情報システムのネットワ一一ク化を推進します。ワンストッフ

サ-ビス等の'k施により、総合的・迅速的な対応が可能となりますr　また、保健福祉センター--の相談mll機能

の向上を目指しています。

・保健福祉総合情報システムの構築

(3)救急医療制度

急病患者に対し、迅速かつ適切な医療を確保するための体制を逐次婆馴芹融充しながら、市民の救急医療二一一ズ

に対応できるように努めていますO

ア　救急医療体制整備の経緯

昭和5 1年1 2i]　年末年始救急医療開始

(在宅、lJf番医制度による。内科#9診療科日、 2 O医療機関)

昭和5 2年　7月　　熊本保健所内に休日夜間診療及び電話相談所を設置

休日居間の在宅当番医拙こよる診療業務聞始
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昭和53年

昭和56年1 1月

"獅n57年　4月

昭和58年　4月

昭和63年　4月

平成　2年　4月

m茂14年　8月

病院錐輪番制による':Jk救急医療業務開始

熊本市医師会(休日夜間急患センター)に-・・次救急医療業務を委託(小児科・内科)

熊本市薬剤師会に休日夜間の救急調剤業務を委託

ltl&Mi二'Jll.-1士HfV.11校間の・、吊t急、勘f-'-c'}Il出r'i

休日夜間急患センタ一一の診療を毎夜urnこ拡充(小児科・内科・外科)

休日星間の-1-次救急業務を開始

熊本赤十字病院に東部地区の休「lfcl'p臣。次救急医療業務を委託

熊トIift;こ^蝣'fiv竹輪,,.¥ユ」!ii"'(

(熊本市救急医療協議会、熊本市災雷医療対策連絡会議の合併)

イ　一次救急医療業務

①　休日夜間急患センター

・熊本市医師会熊本地域医療センタ-～

診療科目　　小児科・内科・外科

診療時間　　毎夜間(午後6時から翌朝午前8時まで) 、休日昼間(-'FJ清8時から午後6時まで)

・休日準夜急患診療所(熊本赤十字病院)

診療科日　　小児科・内科・外科・整形外科

診療時間　　休日夜間(午後6時から翌朝′目端0時まで)

②　在宅当番医制(熊本市医師会委託)

診療科目　　内科(4)、小児科(1)、外科(3)、婆酎杉外科(1)、眼科(1)、耳鼻咽喉科(1)、産婦人科(1)

( )内は、 1FT:里つ実施医療機関数

③　救急調剤(熊本市薬剤師会委託)

くまもと中央薬局で、 、粧】夜間(牛後6時から翌朝午前()時まで)及び休t二】 (′mfj0時から翌朝午前0時まで)

救急調剤業務実施

④　休「l夜間歯科診療業務(熊本市齢科医師会委託)

在宅当番医制により、休日夜間(午後6時から翌朝午前0時まで)の歯科救急診療業務実施

⑤　-1・次救急医療業務実招

WSi
;i".!<i

-
V

ンセmウ矧地

休
日
攻
間
急
思
セ
ン
タ

熊木i¥、 1ノ'cmらLL

{」　-ll

小　児科(人　　　16,316

内　　科(人) i　　9.9壬　　　　10,915

外　　科(人　　　　2,760　　　　　3,15-1

一_次[クミ嫉搬送(I'H:も)

患者総数(人)

当　番　圧　制　(人　　　　24,821　　　2-1,ISO
(li施医療機関延　数　　　　　(780)　　　　(777)

故　　急　　調　　剤([ノI'-)　　　19,086　　　19,293

)コ　　　、　　　Ll

19,961　　　　21,363

12,027　　　　12,556

3,505　　　　　3,095

:15,こ193　　　　　37,0日

27,328　　　　29,ilo

(786)　　　　(782)

22,161　　　　23,7日

休　口　夜　間s料　診嫉(人　　　　　　　2-11　　　　　320　　　　　　251　　　　　2-18

委　　　　託　　　　料(Fl男　　　　71,901　　16-1,890　　　165,198　　　174言367

20,441

ll,254
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ウ　ニ次救急業務一病院若羊輪番制

休日昼間(午前8時から午後6時まで)及び毎夜問(午後6時から翌朝午前8時まで)の重症患者の診療

業務を5病院(熊本市医師会熊本地域医療センター一、熊本赤「′r:^l境、済生会熊本病院、熊本市民病院、国立

病院機構熊本医療センタ-・)の輪番制により実施

二　年末年始診療業務

開設期間12月30E二1 (午前0時)から翌年1月4日(′「前8時)まで

① 1一次診療

・熊本市医師会

熊本市医師会休日夜間急患センター(熊本地域医療センター内)

診療科臼　　　小児科・内科・外科

在宅当番医

一日当たり　　内科4-5、外科4、産婦人科1、 ′月餅斗3、耳鼻咽喉科1、眼科1、

計14-15医療機関

・熊本市薬剤師会

くまもと中央薬局で救急調剤

・熊本市歯科医師会

-a当たり　　開業歯科医2、熊本県lj腔保健センター1、計3カ所

②　二次診療

田立病院機械熊本医療センター、済生会熊本病院、熊本赤十字病院、熊木市民病院、熊本中央病院、熊本

地域医療センターの当番制

③　年末年始診療実績
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(4)　医療安全相談窓口の設置運営

医療の安全と信頼を高めることを目的として、 ;熊本ftil痛さ安全相談窓川をmlL、 I現車に僕鋼~る患者・家族などの告こ

情・ ,L配や相談に中立的な立場で迅速に組LこしていますO

事WX !?= :<-ylJ

設置年川I:、n丈15年　i)　‖1

相談対応体制　専任相談員2名(石護師) (平成日用ミ:i月31 1はでは宥護価1名体制)医療監視fci (兼務)

・柚淡受付件数

(汁)平成15年度については、111411-3月31EIまでの実績

(5)地域福祉活動の推進

少7-.高齢社会の進展など、福祉を取り巻く環境が著しく変化する中、予どもの健やかな成長や、一m治者・

障雷者の生きがいのあるくらしを支えるため、健康、医療、福祉の総合的なサーービスを身近なところで提供でき

る体制づくりに取り組んでいる。

平成2年8月の「熊本市民長寿社会憲葦」の制定をはじめ、すべての市民が安全で健やかに幕らせるまちを実現

するため高齢者・障害者にやさしいまちづくり事業や、在宅福祉・地域福祉の充実を目指し、平成4年度に福祉

公社を設立し、在宅福祉センタ一一など公的施設を整備するとともに社会福祉協議会活動の活性化を図るなど公私

協働による缶用二の充実を械極的に展開しているoまた、21蟻己を担うこどもたちの健全育成の願いを込め、平

成6年9)】に熊本rけ民「こども憲章」を制定したO

ア社会福祉審議会の設置

社会福祉に関する事項を調査審議するため、平成8年4月1日より設置した。

(審議会の構成)

・全体会

調査審議事項の諮問と諮問事項についての各別当分科会からの報告を行うO

・民生委員審査刺当分科会

民生委員・児lrE委員の適否の審査に関するmmの調査審議を行うO

児童福祉専IT/津i・会

児童福祉に関する事項の調査審議を行う。

・身体障雷者福祉専門分科会(身体障宮者福fll二別当分科会審査部会)

身体障宮者む摘l二に関する調査審議を行う。また、審査部会に才;いては、身体障雷者T-.mの交付に際し、

障雷の1-出隻等に応じて疑義が生じたものV'
..-)いて審査を行う。
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高齢者福祉専門分科会

i吊l・話者・晶廿::l<|一日, t'-'ii^調査雷読予行.~・

イ　社会福祉協議会活動の活性化

社会福祉協議会に創設しているいきいき机m祉)招? (地域Saft用金)に出招し、基金運用益をボラン

ティア活動など各楯地域福祉活動の支援に充てることにしているO

ウ　(財)福祉公社ヒューマンライフ

地域住民参加の登録ホームヘルパーー清川等により、二-ズに柔軟に対応できるホ-ムヘルプサービス

を実施するはか、老人デイサ-ビス」l;業や、在宅福祉に関する情報の提供や相談、サ--ビスの調整など

利用者のニーズに即したサーービスを総合的に提供するo　また、南部・東部・中央在宅福祉センタ-の管理

運営を行っている。

エ　在宅福祉センター

名　　　称

Ill,在　地

iltトil/ifii'llJi'i. ufii'Mil/l:.' ・--

H,i,`1TR4爵1ra

設　i三体　　　　　　　熊木市

)ア　上、主11、

開設年月日

構　　　造

aWiWffil R1月

嘘物ifii機

Iiil fcii LrT問

:主」 n'蝣上Hil

h'lifll-二淵二し.」 -:こ':/ご, -.,

・=)堤;i'上川・JOIl

鉄筋コン//リート造2階建

1,601n`1

779. 10m

9H5-17時(潤;22時迄)

デイルーーム　休養宅　ブ'&'-<{

wsm R日日　^lUBEBB

川∴蝣i i¥

熊本ill火部在宅福祉センタ・一一

健坤,木田131解2(〕草

紙本!け

tvi'i川_=さけL二に

、Ffi丈6年5月22H

鉄筋コンクリ-一卜J封!-m.建

1,39-1.71m

833. 87m-(炎老人打,榊センターーft)

9時～17時(-潤;22時迄)

デイル-ム　休養寸'.I f行'蝣&.

談.訪'jI　研修'M.仙淡報

蝣ft本,(,,1ミ1′l:'Lh'油l-t:; '一・・-

*hi:tl 13,ffSS''>

・Iヒ仁Il】

福hi公社ヒユー一一マンライフ

蝣l--liL叫:ii蝣:iii

鉄II'Jコー'蝣> ]ト-卜Iif-'i÷止

3.971m

950. b9m

9時～17時(部22時迄)

1蝣'L--∴　什it*　fi>V.

抑iこ: S-llfり-トー'1　A畔.iミ

仙淡ifc

(6)民生委員・児童委員関係事業

ア　地区別民生委員・児童委員数(定数1, 245人、現員1, 227人)
(平16.　現在)

、＼、 ＼、、 触 .末

性 別
炎 部 何 部 南 部 北 部 中 部

T l 叶l ‥…

～汁

リl 1 17 n 蝣10 6

皮 3 6 6 I リ二 lT T :lO S 'J I

.引 IS L'lU I 16 3 2 7 1 8 0 1 , 2 2 7

( 1三仕児童委員102名を含む)
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イ　民生委員・児童委員推薦制度

(1)熊本車民生委員推薦準備会

熊本市民生委員推薦会の卜郎組織として、小学校の区域ごとに民生委i=i推薦準備会をおくo

民生委員推薦準備会は、民生委員つ臣t'i委員候補者の卜調べを行い、熊本市民生委員推戯会にその

結果を内申するO　推薦準備会は、委員1 ()人以内をもって組織するO

準備会黍を封ま、小学校のIX域内に住所を有し、 l情義会議員の選挙権を有する次の者の内から推薦会

(

委員長が委嘱する。

校区社会福祉協議会代表・校区婦人会代表・校14J.民生委員代表・校区自治会代表

校区PT^代表(小学校) ・校I末保護IT]代表・校(i.老人クラブ代表

校L末母子寡婦福祉連合会代表・校区公民館代表・校区吉少年健全育成協議会代表

熊本市民生委員推薦会

各校区の推as準備会より内申された民生・児酔委員候補者を民生委員法第8条により、委員構成され

た民生委員推薦会において推薦する。 (比生・児境をE~iは、厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年)

②　熊本`r桐l二会福祉審議会民生委員審査専門分科会

民生委員審査専門分科会は、熊本市長からの諮問に基づき、民生委員・児童委員及び-11三佳児章委

員の適否に関する事項について審査し、その結果を熊本市長に答申する。

専門分科会委員は、審議会の委員(市長が任命する)の内から、審議会委員長が指名する。

(現在、専門分科会委員は、 5名)

ウ　処　遇(平成1 5年度分)

民生・児童委員報償金等

会　長

委　員

年額　12 1, 840円

年額　　1 10, 000H

市電、市バス及び各社バス東和券　年触　　　　6, 000P描出

民生委員協議会運営補助金

民生委員乃二助会運営補助金

特別旅費(大会等m席旅TP)

民生委員協議会活動推進費補助金

(7)社会福祉団体一覧

ア　主な福祉団体

年額　　　6, 848千円

m個　　　別H　喝EKfiSli

年額　　　　　　　5 3千p-]

年額　　　6, 1 10千Ilj

(平16.4. :現在)
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イ　その他の福祉関係団体

名　　称

if旨t=11】LCJ「　I'i'iu

ト'i'l消N.

iTLヒイこfin二‡子(p-MHii'i tli一

連合会

fig本市老人クラフ連合会

熊本絹追放連合会

熊本県英霊顕彰会

熊本市mm巨人会

熊本市原煤被害者の会

熊本地区_保護`m会

熊本m中[1残留孤児等
り・n¥iちこ点II

熊本BI3S会

熊本市史」保護女性連illま

31恩連盟熊本市連合支部

"X~もしV- 1I.1同も> 'i-会

熊本市蝣iilii二

t・=】本赤十′Al:祉熊本IJJ.支部

熊本了恒也I末

熊本m;手をつなぐ翻戊会

'確蝣fciい'I付けi.- tf

福祉協会連合会

積木¥i tt. i消L.州蝣Iitll:.主

連合会

熊寸こfi ffiv千川11辿IIll

lLIjこ　　　　　i"r i!

小川英一・

lJ,≡藤タカ

mi'L百m-

'[・汀m千秋

潮谷義子

も別紙Jh-c::::i

小柳　力

南:「反畑町10終了[l・
・itトIh H∴.・. hVic:.J..KIミI'、j

tA掴nun爵I *-}

紙木rt】役所ftffl別館内

紺伝川n ITI8添l ∑1-

水前寺erais番l弓・
iILヒr- 1-'.・= !一蝣1ミ絹fw fth;1I'I '']

花畑町3蘇I 5:i
熊本市役所花畑別館内

!蝣:<蝣耐肘r'jf in.;I　-】蝣[Iti添ォ・/

;:."lti -- ・ト

]

l

fcW:町I ftr-J i、ユL　　　　　-

ホテルキI,ソスル内

伊藤昌美　一　大n'.rr「=脆53-V

lセLA郎1- f

m引田m

,r.伝il- iす

1 IJll!咋Ll三

wmm

亜岡啓-・

.tl'川Jf卜:< ]'Hnttrl '-}

心T-i一川l]町10iffT 13-

輯1こrf】-汁;- f;iUiLユr.iiiLJ

ilWこ1tfrl '

熊本市役所花畑別館内

本荘2 1°ll3醇8^

(LW:絹i '蝣;蝣・

熊木市役所花畑別館内

設　　こn h　　的

L招三委Li相M二の研銃とmiの向上を剛つ.もって市民

のTll占批増進に巧>J--.')i-る

相子家庭の1:卜寡felの相互福祉の対策を考究し、その

州本的'jf践により什).L史4に努め′日.号の安J」を関る

&蝣'、 `'・: 「、tff'JL一一ff'.'ト　㌔性1L仁:f;ハ　　　Tr.'.'idr;1芹

のfill白l IIll迦tl-、I v・

追放の川結、 mi扶助等を関り-nnu本の隆盛にデi献
-'I 'O

貯・i.の棚彰と迫族の福祉増進を関る

II U1-川Vj rtV〕fi,i flltfl進tM ;j

把W r,-vい)川蝣蝣i.K判とfill州だ赴1・図る

吏生保孟糾f菜として、非行犯罪のあった者の更生を助

長するため掛尊監e、補導援積を行って　一般u-.会への
復帰をE来日〕、 Pi犯を防止して社会を保護し、もって個

人及び公共の福祉を増進するため犯肝pf・防杭勤を行う
二と・i-i川.1上"'T-0

4'IS残餌日本人孤児等にかかる諮問越の解決に寄与し、

あわせて中瀬人蛇jt=和IIとの友好親善に治することを
目的とする

非行少年や犯非・拝をillさないための蝣'&'?石動、更4の

桁L.さき」.・(! -">

i'V;サ隻"] >上世Mi-.10、 11ユ`MWi糊間中し蝣')rt vl*M

に対しILl立のための支援を行うことを目的とする

会Eiの恩給に関する相談を行い、福祉援m及び-li助親
睦」[-K--

住Itt棚/j.の助けあいを基調とし、地域鉛納l二の推進を計
・*o

H赤祉sォ災連動の推進及び災割汝漸吾動をはじめ赤

I-^蝣1事業の推進を[81る

熊本市の知矧;那?・& (児)の社会人としての育成をLSZ】る

組織強化司f'Iびに捌磐、生軌句上、自to.更生.社会復帰
の援助を図る

柵勺の各社会to!初二施設の職員の迅nのl&]_Lを図る

乳幼児の健全な脊F'丈をめざすとともに、保育閲の資質
の向1-_と職員の福利燈'」を馴')、よりよい地域m祉の

発展に2f'>することをift勺とする
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(8)指導監査事業

社会緋11:法人・施設の指導監査を実施し、健全で安定した法人・施設運′h'iを確保するO

ア　社会福祉法人及び施設の指導監査

・指草監査対象法人　120法人

・指導監査対象施設　225施設

①　児童福祉施設　　　(1 30施設)　②　身体障I.:.:.]蝣"音更生援護施設等(7施設)

③　保護施設　　　　　(1施設)　　④　母子福祉施設

⑤　知的障宮者援護施設等(22施設)　⑥　社会事業施設

⑦　老人福祉施設(併設施設は除く)　(6 2施設)

イ　介護老人保健施設の指導監査

介護老人保健施設の指導監査を実施し,施設の適正な運営を確保する。

(実地指導対象施設　2 1施設)

介護老人保健施設　　(2 1施設)

(1施設)

(2施設)

( 9 )社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金の交付

民間社会福祉施設の創設や増改築にかかる施設整備費等の衣桁も国号について交付を行うもの。

施設整備費(基準触)の概ね3/4について、閏2/3、市1/3の割合で負担した補助金を交付する。

(、ド成16年度当初予算　　1, 06　　105千日

(、y-k態16年度対象施設数)　老人福祉施設、児帝福祉施設、障雷者福祉施設など計1 5カ所

「′Hi



(1 0)福祉総合相談

ア　目　　的

保健及び福祉に関するいろいろな相談の総合窓日として福祉総合相談室を設置しているO　相談窓IltLての機能と

部内各課及び関係機関との調整機能をあわせ持ち、相談の問題解決にあたるO　よって市民福祉の向日こ資するもので

ある。

イ　業務の内容

・保健及び福祉の総合相談に関すること

・女性のための相談に関すること(婦人保護事業)

・ f-どものための相談に関すること(家庭児童柚淡室運営事業)

ウ　職員の配置(平16. 4. 1現在)

室長1人ほか職員4人

婦人相談員　2人　　家庭相談員　2人

工　利用状況(平成15年度実績)

・　福祉の総合相談

生 生 介

.
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女性のための在は炎

予どものための相談

+lL fj -tf tn …学 校 * 拝 等 H i ! 家 族 関 係 環 境 福 祉 障 tii≡ そ の 他 合 計

...ー 」

s 蝣12 5 13 8 H tl O 2 8 2 16 6 70 , 15 8
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3　生活衛生

近年、住宅の高気密化や化学物質を放散する建材等の使用による室内空気汚染等を原間としたシックハウス

症候群の顕在化、レジオネラ症等の新興再興感染症の増加など、 ′日舌衛生に係る新たな問題が発生しています。

また、食品衛生の面についても、輸入食品や加1二食品等が増加し、製造・流通・消費過程における不適切な

管理に起lklする大型食中毒や食品の事l故が発生していますO　本年は.食品衛生法の抜本改正が行われ、食品等

事業者の責務も追加されましたO

今後は、生活様式の多様化をはじめ、事業者のサー-ビスや営業形態の変化に即応できる体制を整備し、国際

基準を満たせる食品の安全性の確保を図るとともに、市民やrlf業者に対して積極的な指導や情報提供を行うこ

とにより、衛生に関する意識を高め、市比・事業者・行政が　イ本となって、安全で快適な里舌環境の確保に努

めなければなりません。

そこで、安心で衛*.f杓な生活を確保するために、市民に対しては、生活様式の変化に対応し、市民ニーズに

沿った相談対応、助言を行うとともに、出前教室やメディアを利用した広報による知識・技術の普及啓発を実

施し、事業者に対しては、営業施設等への監視指導を強化し、自主衛生管理体制の確立を支援しますO

さらに、斎場や墓地の整備言適汀三な管理運′勘こ努めています。

(1)環境衛生関係

ア　営業施設の監視指導状況
(平成15年度)
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イ　熊本市ホテル等建築審査会

・p成元年4月川「熊本市ラブホテル建築規制に関する粂miが公布施行されたQ本条例は、 『熊本市環

境基本条例』の理念を具体化した実践条例であり、ラブホテル梼有の外乱川造の建築を立地規制し、市民

の快適で良好な生活環境の実現と　少年の健全育成を図るものである。

ド-]　　的　　ホテル等の建築に関する重要事項を調査審議する。

委　員柄　成　　10人以内

市議会議員・学識経験者・関係行政機関の職員・ -f榊故員

任　　　　期　　　2年

審議の状況　(事務処理要領の一一部改正(II1 3. 1 0月)により、 I-般審議案件と特定審議案件を

区分、特定審議案件のみ審査会を開催)

＼ ＼＼＼ 年 度

L< '<>
ll 12 13 日 15

開 催 回 数 】 0 0 i 0 1

諮 問 件 数 0 0 1 + + +:

(2)生活衛生関係

ア　住まいの衛生相謬状況
亘.与r .、.. 年 度 1+i 14 15

*日 課 lAt 教 8 8 1 58 2 15

(うち 、 住 ま い の 健康 快 適 度 診断 実 施 数 ) " !( 20 1 5

イ　出前教室実施状況

区分 一...、 、 年度 13 14 15

iti 前 教 室 実 施 件 数 a 9 6

延 参 加 人 数 298 29: 140

ウ　生活衛生推進員セミナー開催状況

区 分 、 、...一 一P、勲 蜜 1 3 14 1 5

「

t if; 伽 '!蝣 推 進 蓬 の 人 数 2 0 20 2 0
I

セ ミ ナ P t: 儲 w 3 4 a
l

-M9-

平成1 1年度から

実施

・平成1 1年度から

実施

平成12年度から

生活推進員制度
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(3)環境衛生事業所

ア　施　設

所　在　地　　平成ITS16番18号

機　　　帆　　触,k打;鉦Jr.:ifvi '主部て主tf ffi 'I蝣-,;'蝣上

敷地面概　　1, 620n了

建物面硯　　　786. 62m

建設年月　　昭和60年3月(竣X)

総l二　費　　　97, 435千I']

人　　　員　　1 4人

業務内容　　1消毒業務

(I)感染症及び水害等発生時の消毒

(2)感染症予防のための、ねずみ・そ族昆虫駆除

(3)害虫相談

2　雑輩等除去指導

(Dあき地等の難革除去指導

(2)草刈機貸出

イ　ねずみ.こん虫等駆除状況
L rliti:蝣>;ドrtl＼

昆 虫 $ I
ねずみ

駆除菜il:を

(kg)

・1.18

馴珠カ所 下 水 沸 (m =) 水槽等 m ) 墓 地 (jlを)

水li引こよる

道路等の消?,呈

十日丁や

.草 原 (m )

20,-12rl ー 0 091 <L,OO l,I 5 ,こ100 蝣10,400 0 69,350

ウ　除草指導

苦情処埋状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲成15年度)

指 導 し た 雑 草 地 (件 数 . 面 梢 m 7) 草 刈 り 実 紙 (件 数 . 両 紙m 7)

蝣to.) 187, 172 I87 153,64!

エ　草刈り機具貸出状況　　　　　(平$15年度)

貸付件数 ‡貸付台 数 除草面械 m )

566 686 269,698
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(4)動物愛護センター

狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、熊本県動物の愛護及び管理に関する条例並びに熊本市大による

危害防止条例の規定に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射の実施、飼い犬の指導取締り、動物の保護及び管理として

犬・猫の引取り及び負傷動物の収容、動物愛護の普及啓発として動物愛護週間行事の実施、アニマルハートフルのイ

ベントのl米用芝及び犬のしつけ教室の開催等の業務を行っている。

ア　施設

名　　　称

所　在　地

敷地面械

建物l山ffi

管　理　棟

lKi二f 'jili.i*純

ii^^^HH

管理人住宅

収　wmm

動物愛護関
休　憩　所

建　　　Vi

L.&　蝣"蝣岳　Vi

ii>,,:川:. =

改築年月

熊本市動物愛護センター

/Mil2Till 1 1-1

10, 726. 7 1m

77 1. 74m

246m

3 1 5. 4　3m

78m

4 1. 63m

27n了

63. 68m

20, 925千円

150, 396千円(収容施設棟)　46, 440千円(管理棟)

昭和45年5月

昭和58年1月(収容施設棟)　昭和61年10月(管理棟)
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(5)食品衛生関係
ア　①　営業施設の監視指導状況

計

②　食品に関する衛生教育の開催

早

成

衛 生 教 育 研 修 会 . 溝 演 合

/ゝ

営 業 者

市

氏

調

哩

栄

義
汰

改

呼

人

般

袷

食

r..ー
nr
′tLI

R
L‥‥ー
MM
-ify: し

飲 製

食

症

普

業

、′1-I
食 作1

坐
何丁
生

V '.'

他

管 K
【こ,

r...i

計

15
)i三

業

普

莱

施 t-ru
佳

CtJT
住

価
哩

ll- 一一一"
安

令

年

:ffLij又

閲

.7;

ff

養

成

索

実

顔

研

修

研

女

研

修

蔚

策

描

皮 係

者

請

E..二∴J

捕

土.i一日
会

鰭

.＼

会
～典
会

者 者 会 会

l

:;

聞 flk 件 数 8 :3 = ー Ll 2 n 6 8

:3言川 9

6 .i フ i 2 9

参 加 人数 :川ご 8 5 1, 9 38 64 9 】 4 1

I
79 9 日 十十+ 3 19 18 7 5(i 8, 58 6
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③　健康増進法に基づく特定給食施設等の指導状況

＼志 、、、、＼、＼＼豊
、?二人 り施Jfl 放

鮭川指>.;.,,

性欲 祉ぺ人数

平成 「 1 年 6 7 + + 小二i

、蝣'蝣)'廷1 5 ^ 中 :0 i,023

イ　熊本市市場食品衛生監視所

昭和4 7*日0月、熊本地方卸売市場(H7崎市場)に流通する食品等の監視、指導を行うために設置している。

鮮魚介類及び青果聞係の監視を中心に定期(根」・一廟臨検を行い、食品の紬菊や添加物、残留農薬の検査を実施して

いる。

所　在　地　　川崎町380林地　　　　担　　、l'l　　食品保健.潔

検査状況

!i;i'i

[・ 蝣蝣

+I

i 1 12 1・)
I, . 1.1

検 体 数
延 rl

B 妾

Ti

,{

検 体 数
漣 1日

口数
検 体 数

… 延耶

+ 「軸
検 体 歎

川

延 m

f:ー数
te it; &

[ 延 項

t n 数

1L 十 熊 II. 15 l l lF31 3 ー 7 0 70 1 9 1 9

日 l

I K

119

細 菌 検 査

計

13 9 15 2 10 3 ー0 3 6 5 7 65 7 1M 1 +: 2 7 8

3 2 715 4 16 7 1 3 .̀1 13 1 T 1 7 17 0 70

ウ　熊本市食肉衛生検査所

食肉衛生検査所は、市民に安全で衛/帥勺な食肉を供給するために、 「と畜場法」 「食鳥処理の事業の規制及び食

鳥検査に関する法律」 r食Itl溝性法」に薬づいて、獣畜(馬・牛・豚・めん羊　　羊・食鳥)の疾病の検査(BS

l三検査を含む。 ) 、食肉中の残留有雷物質の検査、処理場内の衛生管理指導及び食肉・食鳥に閲する調査・研究等

の業務を行っている。また、家畜*.#:サイドへ検充結果を還元し、健康な家畜の生産に寄与している。

①　と畜検査頭数

逮

咋 度

二様

ー 1 1 日 2 一
一 13

-

「1 15

M s 6 , 9 54 6 , -13 6 蝣1, 3 7 6 、蝣1. 19 0 蝣1 , 1 9 5

′主 2 , 19 3 6 , 5 0 2 6. 6 0 1 8 , 0 8 3 9 . 1 9 0

蘇 ..… 7 7 . 0 23 6 3 . 8 2 9 1̀6 , 9 9 8 4 7 .0 72 蝣15 .3 1-1

め 蝣V. T-- ・ in - l l 3 3 ∫ 0 0

} 計 6 , 1 8 1 7 6 , 8 0 0 5 7 , 9 8 2 5 9 , 3 4 5 58 , 69 9

②　残留有害物質検査頭数(残留を疑った留め置き検査)
年

番 種

IS
l l 12 13 「ー 15

." i 2 2
蝣

6 a i

十「 6 6 9 5 8 9 26 3 6

豚 6-10 4 0 9 5 3 6 29 1 tn

/ i
「::I `

千 7 2 8 1 8 6 3 1 3 25 2 2 1

③　衛生管埋紬菊検査件数

検 杏

年 ′

ー

:Lー=
.こ l t r : 13 日 l5

II:i
tiX

i'i nii'i ・<?;i F
′.て

ー川 ''S 二川

狗 . 内 臓 「 2 2 4 12 . 16 4

10 0

8 , 6 9 9 , 1 2 6 8▼5 9

衰蝣i M

の

+.L U ) 2 (M 目し

哩

言ー

2 1 ∫

l l. i5 8 12 .2 9 2 8 . 9 0 9 . :号G O 8 . 7 8 9

1.'V.



④　牛海綿状脳症(11SI・ニ)のスクリ一一一二ング検査頭数
15.-1.1- m6.3∴31)

了 ト 亘 十i'̂ - V '√ 「 3O 力 }:] 齢 以 J 二 3 0 -/; H 齢 Pj.こ ～j

蝣fl .H f 0 I, 川 1 9 7 -1
J . j 6 8

f勾 …] 手 0 ・} 9 :i 1. 12 8 3 - 7 2 1

ど
7. 0 8 7 10 9 , 89

(6)斎　　場

ア　施　　設

r,　ft

fflMgam

!粧tii irll fi'i

建物面積

建設年月

構　　造

総事業費

'M　　式

熊本市斎場

pl,p廿7 9 6番地

1 3, 209. 92m

斎場　建築面積　3, 946. 7n工　延床面積　4, 970. 3m

新斎場建設1二期　平成9年9f]19Fト平成1 1年8月31蝪

(供用開始①火葬棟及び待合棟'陶丈1ユ年4n 1 h②式場棟W-ii丈1 1年9月1日)

斎場　鉄筋コンクリ一一ト造一部鉄骨造　平屋建て-一部2階建て(庭園含む)

約　3, 660, 000千円

台車式15基

火葬棟の機能　①告別室(4室) ②炉前ホ-ル　③火葬炉1 5薬(3)占増設スペ-スを確保上汚物炉1基

④収骨室(4室) ⑤中央監視室　⑥事務室

イ　利用状況

①　火　葬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　件)
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②待合室及び式場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(射:I:件)

ウ　火葬場使用料

分

(7)市営墓地及び霊堂

ア　墓地貸付状況

(テ~i三) -f-n.丈l川三度までのJt帥II-状Rと>!'-&父15年度/JJのlL¥什状況のfl計が累計と・致しないのは廃止分があるためである。
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イ　桃尾霊堂

所　在　地　　　戸島町　桃尾墓園内

敷地面m　　　2, 000rri

建設概要　　　本　体　　鉄筋コンクリーーつ、、随喜建　501. 44nイ

・工・・:　　　・・;・ 'u　, ' '¥i　蝣　∴:-j蝣,) >　・　蝣>,蝣;

管理棟　　鉄筋コンクリ一一ト、u憂建　39. 6rri

(-w務所、休憩所、トイレ)

吾flJJS　　二nlll

竣　　Ir二　　本体_~I二事　昭和56年3月

建　設　費　　昭和55年度　147, 180千円(設計委託料含む)

昭和56年度以降　　9, 300千円(管埋棟、舎利塔)

ウ　使用料

(平14.4.1施行)

袋 地 種 別 使 用 料

桃 ′..芭 墓 胤
芝 fA= 地, 1 K 榊 6 00 ,0 0 0 P二J

般 茄 上 l平 方 メ ー トル に つ き 120 ,0 0 0 P i

そ の 他 の 墓 地 般L 墓 土 1平 方 メ 一一 卜ル に つ き 80 ,0 0 0 円

(11356. 5. 1施行)

桃 蝣'L 忠 生 i 糊 r I l 使 用 料

家 族 納 骨 塊 10 ′I,i 20 0 ,O O C汗ll

短 期 納 骨 塊 ! 「
句 "i.n n n i1

l
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4　子育て支援

保健医療技術の進歩により、母予保健の水準は鉦1二しましたが、 ・方で二日舌習憤病の若年化、児鋸i'待など、子ど

もの健やかな成長をめぐる新たな問題も生じています。加えて核家族化の進行や地域とのつながりの希Miヒなどによ

り、家庭や地域社会での子育て機能が低下し、子育ての囲熱さが増しています。

今後は、育児不安を解消し、子どもの健全な育成環境を確保するため、保育施設の充実をはじめ、子育てを社会全

体で支えていく体制づくりが必要となっており、安心して妊娠・出産ができ、子どもが健やかに育つような保健・医

療の充実や、子育てについての様々な問題、疑問などに対応し、不安を解消できるような体制を整備するとともに、

多様な保育ニ-ズに対応した保育サービスの充実に努めています。

(1)乳幼児医療費助成(昭和48年4月1日、市により実施)

対　象　者　　乳幼児(医科通院　0-3歳児、医科入院　0歳～義務教育就学前幼児、酎斗　0-4歳児)

受給資格者　　本市の住民湛本台帳等に記録されている者で、現に居住している乳幼児を養育する者

所得制限　　なし

実施状況　　件数　　　491. 555　件　(・成15年度)

助成徽　　974, 060千!・1j

(2)母子医療給付状況
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( 3 )母子健康診査及び子育て相談指導事業

母子保健法及び児童福祉法に基づき、母性並びに乳幼児、児童の健康の保持・増進を図るため、保健指導や

各種健康診査などを実施している。

ア　保健指導状況

イ　健康診査状況

ウ　母子栄養食品支給状況

年 ′空

区分
l l 12

2 , 15 6

日

13 「l l 5

1 5 年 度 分 再 m m ; ＼ ti

妊 産 如

2 1

乳 幼 児
I

!.ト 乳 (4 i ) 3 . 0 7 3 3ー2 9 2 -1. 6 2 -1 3 , 2M 0 2 1

粉 乳 (i ) ^h 捕 2 2 2 6 - .1 i

証
- 2 1 1 2 5
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(4)地域子育て支援事業

ア　地域子育て支援センター事業

くH的. 'ji業内容)地域全体でIf一育てを支援することを口的とし、地域における予fT-て支援の中心的施設と

して保[-1園が行う子育て家庭の育児不安等についての相談・指導及び子育てサークル等の

活動を支援するための企画、調整並びに特別保育事業を推進する。

イ　エンゼル基金

(田ft　紅葉内容)次代を担う子どもたちが、心豊かで健やかに育つ環境づくりを目的とするO

子育て支援活動や就学前児垂の健全育成活動等を行っている川休や個人に対して活動

助成を行う。

(実　　績)　　、再読6年度、基金創設(基金徹3億円) 。基金の運用益による助成は平成7年度から実施

年 度 8 l g

i

川 - l l 1 2 13
l

,
- 「t
l

i l5

ll

i 累 計

l

助 成 件 数 ll l 17

i

17 - 3 5 3 9

l一
一 2 1 ; 8

-

! D

-

lf,;i

援 助 金幾 (千円 ) 1ー52 8

～..……...

i , 9 9 9

】

2, 2 6 5
巨 76 1 1

2 ,4 3 9 1, 3 0 7

-

I
7 9 2

l-

3 23
-

13 , 4 14

i

平成16年3月未現在の基金高　327, 922千円

、和文15年度予算額　　　　　　　　　2, 000千円

(5)児童手当給付事業　　　　　　　　　　　　　(平成16年川末現在)

区 分 被 用 者 非被 用 者
I
; 特 例給 付

E 合 計

人 数 15 , 14 0 2 .6 3 1
-
F 2′1 .9 8 17 , 2 0 7

第1子～第2子　月額　5千円　　第3子以降　月額　1万円

(6)子育て支援事業

ア子育て短期支援事業

(日的・事業内容)児童を養育している家庭の保護者が何らかの甥油で、児童の養育が一時的に困難となっ

f-ll'lに.そしnl・Ctf'蝣i-'-UM-tiv;拙施.ll-
1iX.に才L:,いて・定柑日周、滋子いr+t維することによく1、in

童及びその家庭の福祉の向上を図る。また、経済的な埋由で緊急一時的に母子の保護が

必要な場合に一定期間保護する制度。宿泊がありwtnりとして7日以内O
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(D　シ3--トステイ事業

rLl‥　　　　　　　三.-,- .: .・　・　|. . :・;　　.I　　　・　　　　:　、 ・ I

な理由で緊急　朝二的に母T-の保護が必要な場合等に児童福祉施設等において・定期

問K亘かる制度O

利用期間は7日以内で、必要があれば延長する。

(実　　績) I.‥三 度 利 用 状 況 (5 人 i ) の ベ 利 用 口数

12 Ilo 豆 1

13 3 6 1 93

「l li l 28 -

l!) 3 2 30 3

②　トワイライトステイ事業

く事業内容)　　　保護者が、仕事等の事由によって帰t:が夜間にわたる場合や休日に不在の場合に、

その児Iitを児窮福祉施設に適所させ、 ′日舌指導、夕食の提供等を行う。

、:仁　　昌蝣u.
年 ′. 利 ′T:日大況 ( i人 i の ベヰ 川 l 数

12 2 1 20

13 18 5 5

「l 18 柿

15 l8 3 8 0

イ　乳幼児健康支援一時預かり事業

(日的・事業内容)　小学校3年生までの児童等が病気の回復期で集囲生活が困難な時期に、当該児童を

専用の施設で　一時的に預かることで、保護者の子育てと就労のPi立を支援し、児童

福祉の向1・.を阿る。

(実　績) 年 度
年-I ヌ些 数 (人)

】2 - い"

13 ∵ti:ヰ

14 2 18

15 :ーr T

(7)人親家庭支援事業

ア母子自立支援員の設置

平成15年4MIQのlこ土子及び寡婦福祉法の改il三により従来の母子相談員を改称し、母子自立支援員をC-fltサvJ-
px.Ml

した。母子家庭の自立のための相談指導及び母子・寡婦福祉資金創寸事業に関する業務を行う。

(母子自立支援員の配置)

-予育て支援課1名母子福祉センターー3名

イ母子家庭医療費助成(昭和57年目)月1円、市により実施)

対象者irfに住所を存する母子家庭の母と児塵又は父母のない児童

受給資格者母子家庭の母、父母のない児童の場合は当該児童を養育する者又は当該児東

所得制限児童扶養手当の所得制限に準じる

実施状況件数45.r>15件

経費201,28∠1千H平成15年度)
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ウ　児童扶養手当

児童扶養手当受給世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16年5)l末現在)

r= 分 離 如紺 !:-!!!ニ 夕E別 性ンtlt-1if 未婚 母-r-り川 ;: 父 ー;.凱 J1M二蝣蝣ォ*蝣'it!こ 退 菜 .I.描 ., そ の 他 の ffi -Jf 計

ffi 蝣Hi-'if; 一丁川 117 ISネ I5 :蝣( 163 6.-163

(汁)児童1人):1触　41,880円(全部支給の場合)　　　　　　　第2予加算　　　5.000F:i
月蝕　41,870円　-9,880日( -一部支給の場合)　　　第3子以降加算　3,000円

エ　母子家庭自立支援給付金

・u.文1 5年1 0Jl 1 Iはり、肝予家庭の母の知識及び技能の習得を容易にするための給付金:j妄業(母子

家庭自立支援教育訓練給付・Is土子家庭高等技手闘=練促進費給付)を開始した。

(平成1 5年度申請実績)　母子家庭自立支援教育訓練給付　　1 3人

母子家庭高等技能訓練促進費給付　　　9人

(8)母子・寡婦福祉資金貸付事業

中核市移行にともない、平成8年4月l E=はり熊本市において、母子・寡婦福祉資金特別会計をIiXIIIL、母子

家庭等の経済的自立を促進するため、各種資金の貸付事務を開始した0

OF一成15年度実績)　393件　163, 645千n

(9)施　　設

ア　助産・母子生活支援施設 (平16.4.1現在)

称 別 ]i 施 設 名 - 巨体 施 設 代 表 者 所 ′.f三 地 祈 iJ・ >一一 蝣li U

助 嫌 ‖積 木 産 院
1m++++++
i f指 4こ 市 幸 山 政 史 ; 本 山3T E‥.1 5番 l lE3l

-

"{ゴ25. i 2 0 (床 )

.母 qr.生 活 支 援 施 設

〟

-

= 熊 本 和 大江 荘
i" 蝣'

蝣B 諜…,=[…

会 福 祉

†ー
佐 藤 提

-
$ 七汁 6 n il溌 50 '.} 昭 26ー 8 18 ( fi t

= は ば た きホ ー ム 掬 :会 結純と法 人 本 山 雅 徳 壷 川 2丁 [= 捧 57.∑蝣j"
】

昭 23. 10 2 0 (世)

イ　乳児院

施 設 名 経 営 i :三体 施 設 代 表 者 所 I=i三 地 認 可 年 月 定 IA

熊 本 乳 児 院 社 会 Lrl榊 ll法 人 甲 斐 間 英 E 木菜i汀 .T.H 3番 8 'j HH 2 2 . 1 2 l 3 0

慈 愛 開 乳 児 ホ ー ム ′′ 鵜 川 弘 行 -= 神 水 け 恥 胤 号 昭 2 5 . 1 15

ウ　児童養護施設

他 蝣y †ー 経 1$ 蝣盲三体 髄 11V.代 よ瀦 所 蝣ft 地 認 了Tf咋 T:I 定 員

慈 愛 胤 Zf .供 ホ ー ム 社 会 福祉 法 人 潮 不 要 神 水 r r m ▼1番 1 ..㌻÷ lif 2 3 . 5 川ゝ

菊 水 学 閥 ′′ ft 1: 木 孝 ffI 渡 鹿 5 .ー" LI 9終 v m 昭 2 5 . 10 8 ()

藤 崎 台 童 聞 ′′ i:E m 一..l 清 古 京 町 3 析 5 サv 昭 2 -1. 3 了()

illi ー11 V - 叫 ′′ I: I寸 七 滴 龍 [fl 6 C H 3恭 6 ()蝣!=;・ E】t.了2 3 . 10 ∴り
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エ　知的障害児施設

オ　児童自立支援施設

施 蝣̀IfI. 名

清水 ヶ丘学 園

経営二i三体 施設代去者 所 ?f三 地 ∴1;サ川 二日 定去.i

50熊本県 ;サJ即緒耕 清水町大字 打越 38番 1号 明一42. 2

力　盲ろうあ児施設

施 ∴蝣j 'i¥
i

t 経常 主体
施設代表者 所 在 地 許 ii.∫件月 定 托

熊本 ライ トハ ウス 社会 福祉 法人 島村保夫 新生「r H 23番 11*….3. 昭 28. 7 一

一

リLl 8

蝣1,t:,'.' ご0

キ　婦人一時保護所

施 設 名 権 常 主体 施 設 代 表 者 l'T[ 11: 也 詐 _∫年 ′ij 定 を:i

熊木IIIも.蝣rflltf iiH I,よ所 峠 I- ",', .V II]心山 千 追 払 .南2丁 目3番 3 .拷 昭 33 . 8 2 0

ク　難聴幼児通園施設

施 設 名 経 常 主 体 施 設 代 表 者 所 ft 三 地 声 牛耶 川 E 定 員

⊥

塵 î M '̂ は り胤 端 本 |H . 丸 内 春 美 良計湘 二1 M 3洛 3 * j 昭 f>t>. I
1
i 十+

- i

ケ　重症心身障害児施設

施 ∴i ft 経Jぎ・:蝣>主体 施 設代表者 所 fj三 地 鍾 "a∫年 JI, l 定 Li

l

～..上ナt 棚療育はー 祁二会総和!=法人 M l「++、郎 伸日脚 ーT亜岩沼 :餅溝 57 5番地 平6. 10
-+ +

コ　母子福祉施設

名　　　　称

所　　在　　地

蝣# ifi　--:価

経　営　二1三　体

間　設　年　月

umi図　日wm園

・!V　地　面　to

建　蝣蝣fi　面　fl'i

建　　設　　費

主　な　設　備

委　　託　料

熊本市母子福祉センター

水前寺4TI347番50号

熊本車

社会福祉法人　熊木If用二会福祉事業Of]

昭和6()年6illll

鉄筋コンクリ一つ-2階建

680. 04m

546.ノ16m

i 35, 708千ill

川l,昌・蝣　t'†さ台圭　fllv. ftiit圭　調叩畑牛;':

30, 000千PI (平成16年度f,罪)
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(1 0)公立保育所管理運営及び私立保育所運営支援事業

児童福祉法の改l上(平成1 0年4月施行)により、保育所への入所がl榊用~の措置という「行政処分」から帆普

者が希望する保育所を選択し、市町村は入所が可能なときは、入所を承諾する「利用契約」へと移行した。

熊本市では、これに伴い、従来行政だけで行っていた舶ム受付を各保育所においても行うこととした。

※入所率(%) -入所児童数-÷一定員×100

※・fi文13年度以降の待機児童数は、平成13年2月に厚生労働省が定めた待機児童の新定義で整理した数を記軌

平成12年度は、 、軸足11年3日の定義により記載。

イ　年齢別保育所入所状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(・、IM6.4. 1現稚)

K 分 保 育 所 数
,J_. 年 齢 別 入 所 リヱ ‡ 数

′上 t寸 O ft 1 歳 2 3 歳 .t 歳 5 1!

公 liA 2 1 1. 7 9 5 89 2 4 2 3 3 6 4 0 8 、日 9 -13

I : I

8

9臥 1 0 7 9 ー7 5 5 5 73 1▼5 6 5 1, 5 9 I 2 , 16 0 2 , 2 30

計 r 's l l, 5 5 0 + + +

I

1▼8 0 7 2 , 2 2 7 2 , 5 6 8 2 ▼6 19 2 , 66 7

ウ　保育所

公　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.4.1現在)

i* .,;主　rl

M ltvTi-y

I

 

I

_　　　.~　、.1　、　　　　~　　　.　　　~　　　　　、　　　　　　　　　　、

_　I蝣Il i'i.也

,i

16　　　本ti6r I

8　　　坪ノ;5I I

I) 、 V: !' -I II

H E`=iIn"i!
LI Jだノ1-3i"Ii

目　　　地Llll j　日

18　　　ノ蝣k jo

1 l　　　山　I IIII

8　　　　71 -
〟

ifII I ]蝣II

8　　　人11'r.ド H

ljと.・<　fi

ll'I Mm'tKJ

lいill)　′′

i,:: LH JJ

1.1'車　・L

水1111 、j '

-、I'I,吾Lり

舶1L H　′　　　90
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I'1! l'l　地

水木Pり

・i　蝣　ii　: mロサ]蝣IJ Ii

'smsBのH t

ノK11Ij.>-公脚

一リ1望2J"II

胸*'-蝣間・1J II
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私　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.4.慨(f)

m　日　周
Ms .,3: fi　　ユ蝣i-'u
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t i ・:川JLl.J
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工　助　成

①　助成金支出状況(平成1 6年度予算)

私立非常勤調埋員等補助金

年徹　28, 000千円

私封呆育所障害児保育事業費補助金

年触　55, 400千円

熊本Ii t'式台Lii】辿SllD/J6it爺

年額　　7, 691千R

私立ftil　所-Llご!fK育当^W'j fc

年織　37, 500千円

②　認可外保育所助成

(昭和5 1年度より実施)

助成内容　園児賠償責任保険料、職員研修室蟹

助成状況　39施設、 800千Iq (I和文16年度f算)

③　認`=J外保育施設健康管理支援事業

(平成15年度より実施)

助成内容　児童の健康診断実施のための嘱託医手当の助成

職員の健康診断実施のための経費助成

助成状況　50施設、 :, 320千円(平成16年度予算)

-165-

地域活動事業費補助金

年額　　　　6, 900千円

産休等代細職員費補助金

年額　　　　2, 600千円

私立保育所延長保育促進事業補助余

年敵　　583. 958千円



オ　保育所徴収金基準額
(、l′16.-I. 1城情_)

l　この表の第4-第7階層における「所得税の敏)とは、所得税法(昭和40年法律第33号) 、租税特別措

置法(昭和32年法律第26号)及び災蜜被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法

律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1)所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(21 m的‡.川用vu'iU三・?A¥ 'k'iUi什　耶2i'(¥

(3)租税特別‡侶軍法及び阪神・淡路大地震の被災者等に係る関税関係法律の臨時例に関する法律の・一部を

改正する法律(i勘茂9年法律第22与の　附則第10条

2　リ掴号の拭するIiア#拍ヾ次に掲げる日用:.-の場合で、この豪の「第2階朋」にMする場合は、この表の規定に

かかわらず、これを「第1階層」として認定する。

①　母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女f・で、現に児東を扶養して

いるものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯O

②　次に掲げる児(者)を有する世乱

ア　身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障'&-:者手帳の交付を受けた者。

イ　療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

り　牛用Ⅲ三童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手、j'lの支給

対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障宮基礎年金等の受給者。

エ　保護者の申請に薬づき、 ′日舌保護法(昭和25年法律第144f}-)に定める要保護者等特に[奉】窮している

と市長が認めたm拝。

3　同　つ瑚芋から2人以上の児童が入所承諾された場合の徴収金は、 2人Flの児童についてはこの表の徴収金額

の2分の1の頗とし、 3人目以後の児童については無料とする。
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5　高齢者への生活支援

本市の高齢者の割合は、全国平均よりやや低いものの、西暦20 1 0年には全人IIの1 9%を占めると予想

されていますO

このような本格的な高齢社会の到来を口前に控え、高齢者が健康で生きがいを持って暮らせる社会を築いて

いくことが求められています。

今後は、高齢者が豊かな人生経験や知識・技能を活かし、損極的に社会に参加できるような機会を提供する

とともに、高齢者の健康づくりへの支援や、介護予防対策の推進、良質な介護サ-ビスの提供を進めることが

必要であり、高齢者の健康づくりや生きがいづくりの推進、住み慣れた自宅で安心して生活できるよう、不便

や不安の解消や、福祉施設での高齢者へのサービスの充実に努めています。

( l )高齢者人口の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(各年度10月l Fl現在推計)

年 度

!<:'蝣ナ

、、.

-
l

l l
l

- 1 2

i

1 3 I I

一

一 1 5
l

LI-II

b S h f 、 6 9 鵜 3 3 , 15 9 3 3 , 13 6 3 3 , 5 8 2 … 3 3 , 9 5 2 33 , 5 63

7 0 歳 以 上
】 7 1, 4 5 0 7 3 , 0 0 0 7 6 , 4 7 8 7 9 , 6 8 1 8 2 , 7 69

計
i
… 10 … 0 9 10 6 , 4 3 6 11 0 . 0 6 0 1 13 .6 3 3 1 1 6 , 3 3 2

全 人 U に 対 す る 割 合 ( % ) 1 5. 8 1

l

16 . 2 8 1 6 . 7 :「 1 7. 2 1 1 7 . 58

(2)高齢者団体支援

ア　高齢者の就業促進(シルバーー人材センター運営助成)

日　　　的　臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、組織的に提供することにより、高齢者の就

業を援助して、能力の積極的な活用を図り、もって高年齢者の福祉の増進に資する

ことを目的とするJ」業　内容　原則として60歳以上の高齢者が会員となって

高齢者にふさわしい仕事を、有償で引き受け、これを会員の希望に応じて提供し、

仕事の内容と就業の実績に応じて配分金として支払う。

設立年月　日

蝣ォi　施:主　体

登　録　人　員

就業実人員

、陶文1 6年度T,質

昭和63年2月1El認可

社団法人熊本シルバー人材センター

2, 012人(平16. 3. 31現在)

1, 683人(平成15年度)

58, 83　千円
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イ　老人クラブ助成状況

①　老人クラブ活動助成

K 諒 ..、L..、it 度
I 12 13 「l l5

老 人 ク ラ ブ 助 成 対 魚 数 、IS O 蝣18 0 -18 5 4 8 3 蝣170

会 員 数 3 1 .-115 3 1, 0 7 8 3 1 . 1 3 4 3 0 , 5 7 7 2 9 .-17 2

助 & 金 支 ill 徹 ( 円 ) 2 a , D l2 .0 0 0 2 5 , -卜10 , 0 0 0 2 5 , 6 0 5 ,0 0 0 25 ,6 1 1, 0 0 0 2、1, 9 1 0 ,0 0 0

助成基準　50人以Lが登録し、 9カ月以日【与動したクラブ(年度途L相成のクラブは9カ月以上)

助成金　　月額　4, 000円

②　健康増進助成金

金額lクラブ当たり　年額　5, 000円

(診　老人クラブ結成助成

金額1クラブ当たり　20, 000Flj

(3)熊本市優待証(さくらカード)交付(平成8年10月1州別缶)

目　　　的　　高齢者・障害者・被爆者の社会参加に寄与する。

対　象　者

・ 70歳以上の人

・身体障害者手帳(1　扱) 、療育手帳(^「A2-Bl) 、精榊勘賢者保健福祉手帳の所持者

・被爆者健康手帳所持者

事業内容　バスCrfr、産交、電鉄、熊本バス) 、電車(市、電鉄)の市内区間での乗降がおでかけ乗車券

(回数券)との併用により割引となり、また、施設(熊本城等)の入場料が減免になる熊本市優

待証を交付する。

平成16年6月末交付者数　63, 070人

(4)敬老祝品(平成10年4月1R|?摘i)

R　　　的　　高齢者に対し敬老の意を表するとともにその福祉の増進に寄Is.する。

受給資格　　次に掲げる者であって、本市に居住している者

(1)該年度に8()歳・ 99歳及び1 0 1歳以上の年齢に達する者

(2)当該年に88歳に達する者

・平成15年度実績　支給者5, 077人　支給総額25, 037千円
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( 5)高齢者の健康支援施設管理運営

ア　生きがいと創造の事業(昭和54年度開始)

日　　　的　　希望とf齢のこ応じた生産又は活動に参加することによって老後の'¥lきがいをli」]め、生活を健康

で豊かなものにするために生きがい作業所を設け、専任の講師による助言を受け生産又は創造

的活動を行う。

対　象　者　　市内居住のおおむね6()歳以上の高齢者

生きがい作業所

那　　m^m

花聞老人生きがい作業所

東部　　　　′′

向浩i;

白坪　　　　′/

車間　　　　Jノ

vn町　　　　"

zk_重責　′′

西部　　　　′′

中;li」・'、打、仙:七:・ウ

北老人福祉センター

花園7Tg

健1E3丁目

所　　ft　　地

11尻4TB7番12>Z

間的l 】-HT&IO4

山仲間8TB2番164

、V.叫　rl】Sffi-I'-J

水前寺4 「日47番49巨を

r*tr]帖町SSffi地

南千反畑町10酪m

・＼範・kvi¥T卜」ごifr6!y

ォ　　　　Iif　　　　　　'蝣t ii

l蝣ajjl;　∴ ・ T∴　　　　　　　i"Vごり'、

L胡二　T-l'.-　　　　　　　　　　iYIOV

lilJ.K　胡j t-z　朋　　　　M人.

各20人

I~~亘OA

(注)各講座とも月2回実施

イ　老人農園(昭和51年度開始)

H　　　的

対　象　者

慮　関　数

王二に親しみながら高齢者の生きがいと健康増進をはかるために、巾が無償で借り上げた

遊休地を1人当りl On橘至度貸与する。

6 0歳以上の高齢者

6カ所(1カ所当たり1, 000汀津封空)

戯 同 名 所 在 地 l 開設年 fH l 面 相

連 台 寺 老 人 戊 瑚 ∫!E;本市連台寺町50 = 昭 52. 6ーl 1,170m

健 等 老 人 虚 聞 旨本市湖東lT l.‥.∃24 日 53. 6.ー 1.214m

若 東 老 人 虚 聞
l

Tt本市苔 M l"主2 IS 昭 54. 10. I 2,772m

鶴 崎 老 人 虚 聞 J!rE;本市 s 崎 5丁 [=150 1 [1?:首54. 11ーl 933m

楠 老 人 虚 聞 熊本市能田町 上立間 1352 一1 昭 55. 8. 1 ,285m

池 凹 老 人 虚 聞 -I旨本市池田 2丁目992 ・993 平 12. 4. 1 1,014m

(6)やさしいまちづくり事業

高齢者や障害者が安心して利用できるように、公共施設の改良工事を行うとともにrff's'バス改良のための

補助を行う。

・公共施設の改良　　　　段mの解消、スロープ・手すりの設置等

・公共交通機関の改良　　ノンステップバスの導入補助　(交通局)
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(7)高齢者の健康づくり事業

ア　機能訓練

1、二㌃ ＼、＼ 裡
ll l2 i:弓 「1 5

w j釦i.…il数 ( ) 1けー ∴

。lゝ

138 26 1 29

延 人且A 人) 2,66 1 .838 3、587 3.930

イ　訪問指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(蝉位　人)
年 ′

l< .'ナ

隻
l l l 2 13 1 .I 15

尖 人 1.7 5 1 9 2 2 8 7 2 1 , 2 8 3 94 8

延 人 5,2 9 9 2 ,0 3 8 . 8 19 2 . 9 6 -1 2 , 7 7 -1

(8)ひとり暮らし高齢者対策

ア　在宅高齢者緊急通報システム事業(・fi克3年度開始)

目　　　的　・ -一人暮らしの高齢者に、簡単な操作で緊急時の通報ができる通報装置を給付又は貸与し、

緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、当該高齢者の在宅での生活を支援する。

対　象　者　　おおむね65歳以上の一一・人暮らしの要援護高齢者

岱与・給付台数　1, 98　台(平16.4.1現在)

平成16年度予算　99, 000千円

イ　老人福祉電話相談事業(昭和4 8年度開始)

日　　　　的　電話Is]線を保有していない・人暮らしの高齢者に電話回線を貸与し、定期的に電話を

かけることで、緊急時の連絡と安所の確認及び各種の相談を行い、在宅高齢者に対し

各種サービスを提供する。

対　象　者　おおむね65歳以上の市内に居住する・一・人暮らしの要援護高齢者で電話回線を保有し

ていない者

電話貸与台数　345台(・16.4.1現在)

電話相談員　　2人

V|7成16年度予算　3,ユ24千円(電話柚淡員報酬)

ウ　一人暮らし老人訪問事業(昭和50年度開始)

目　　　　的　　一一一一人暮らしの高齢者を訪問し声をかけて、その安否を遁1-3回確認し、高齢者の健康

維持と福祉の増進を図る。

対　象　者　　市内に居住する満6 5歳以上の--人暮らしの高齢者で、 ElJ常安否の確認をする者がい

ない者

`事;業　内容　　-一・人暮らしの高齢者を訪問して安吾の確認をする。緊急m態が生じたときは、状況に

応じて民生委員、福羊lP甚務所、病院等へ連絡をする。

対　象　者数　　40:日、 (平成15年度)

,;'j　問　　　　　　週1 -.X['"'I

、和文16年度~予算　3. 808千円

170　-



エ　在宅老人給食サービス事業(昭和6 1年度開始)

日　　　　的

対　象　者

事　業　内　容

N-t

登　録　者　数

平成16年度予算

・人暮らしの高齢者に心身ともに健やかな生活を営ませることを酎i'Jとする0

-?j-f;む1.JL.) ;・>.'.t以上、:1 I '、暮1-i L. **、;:ifォ者

一人暮らしのr'-'j齢者に老人ホ一一一ム(・:lカ所) ・保育園(1カ所)で調理した給食を週1回

程度宅配する。

熊本市社会福h用右議会

130人　(平16.4.1現10

1, 300千rrj

オ　生活支援型給食サービス事業(平成1 2年度開始)

E=」　　　的　　住宅の要援護高齢者等に対し、給食サービスを提供することで、高齢者の在宅生活の

継続及び質のr年上を支援するo

対　象　者　　おおむね6 5歳以上の単身世帯・詣齢者のみの附け及びこれに準ずるIit-;昔であって、

心身の障害及び疾病等の埋(柄こより食事の調埋が困難なものo

利用状況

年 度

区 分

- 13

-
「l

l
l 1 5

利 用 延 人 数 (人 ) n h S的 + 州 詫

延 べ 配 食 数 (食 ) 10 ,9 0 6 10 , 4 0 9 1 , 0 3 2

所 要 額 (円 ) l 1 , 2 53 ,3 -壬0 1̀, 0 5 9 ,5 10 蝣1, 3 0 2 . 4 8 0

力　寝具乾燥(昭和53年度開始)

口　　　的　　　おおむね6 5歳以上の単身世帯、高齢者のみの附拝及び軋斐身体瞳奮者の寝具の無料乾

燥事業を行うことにより当該世帯の福祉の向上を図る。

対　象　者　　　おおむね6 5歳以1二の単身世帯、高齢者のみの世帯及び重度身体障害者の世帯0

事　業　内　容　　　業者に委託し、対象者宅を巡回訪問して実施o

対　象　者　　　306人

平成16年度予算　1, 392千円
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(9)在宅高齢者生活支援

ア　軽度生活援助事業(、陶立12年度開始)

LI　　　的　　在宅で生活するひとり暮らしの高齢者等に射して軽易な日常生活i二の援助を行うことによ

り、仁¥tl.した在宅生活の維持と、要介護状態への進行を防ILlるO

対　象　者　　おおむta6 5歳以Lのひとり暮らし等高齢者で、要援護調給者及び介護保険制度の申請を

行って非該当と判定された者。

事業内容　　イ午加1.W給者へ月1回(1時間)訪問し、軽易な日常4f舌上の援助を行うO

利用回数　　l時Tiij/月

実　　　績

年度

(末分
I+i 「ー 15

利 用 延 人 数 139 川ー 291

利 用 人 数 4こt 43 hi

a妄 t蟹(千円) 102 ー39 213

イ　老人日常生活用具給付事業(昭和56年度開始)

目　　　的　　Bfl川三活用具を給付することにより、要援護高齢者等の日常生活の便宜及び安全な在宅

&活の継続を図るO

対　象　者　　おおむね65歳以上の要援班高齢者

・1陶文16年度予算　1, 340千円

事業実績
年度

!< 蝣'ナ
13 「l 15

件 数 (件) -13 57 46

所 要 徹 (円) 1, 153ー400 1,595,400 1,022,935

ウ　在宅介護支援センター運営事業(平成2年度開始)

削XJ及び事業内容

対　　象　　者

在宅の要援護高齢者若しくは要援稚となるおそれのある高齢者またはその家族等に対

事業内容し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応し

た各種保健、福祉サービスが総合的に受けられるよう行政機関・サービス実施機関等

との辿絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要介護の高齢者及びその家族の福祉

の向上を図ることを目的とする。

おおむね6 5歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは、痴呆等のため

日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等。
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在宅介護支援センター一施設　一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.3.31現在)

施　　設　　名

i.1、　　　:Hf　　　　　<t ;

コ　ス　モ　ビ　ア　熊　本

慈愛園パウラスホ-　ム

I'f　　　　　糊　　　　苑

i- Il　　　　　　　も】

t Li L対

k S'<　　　　　晦

桜　ケ　fl m　綾　苑

い　　　　　ず　　　　　み

シ　ル　バ　ー　El　吉

博　　　　　寿　　　　蘭

リ　デ　ル　ホ　ー　ム

湧　　　　心　　　　苑

和　　　　荘

繭　　　　楓　　　　苑

く　　わ　　の　　み　　荘

リ　バ　-　サ　イド　熊　本

コスモス・ファミリー熊本

LL】　　　　qLき　　　　　屯

熊　本　ffi　医　師 -'- '.

の　　　　　ぞ　　　　み

ヴ　ィ　ラ・な　が　み　ね

ケ　　ア　iS Id　　本

け　　　や　　　き　　　苑

・ト　　　　　rlり　　　　　V

穏　　　　　和　　　　　tii

は　　　り　　　苑

フ　ォ　レ　ス　ト　熊　本

-r　　　こし　　[封

福祉公社ヒュ--マンライフ

"( L　　　-A　　　す　　　き

バ　　ーー　　モ　　二

あ　　　い　　　こ　　　つ

さ　　く　　ら　　の　　苑

さ　　　わ　　　ら　　　び

巾　　":ヱ　!ie　;`～

老人保他施設　清雅苑

老人保健施設　コスモピア熊本

特別養護老 )、:t^- ∴

パウラスj;-ム

老人保健施設　ft期苑

特別養護老人ホーム　みゆき園

wm凹聖田IJ.lLJJサ.J対関

特別養護老人*-ム　天望庵

桜ケ丘寿徳苑

九州記念柄院

特別養護老人ホーム

シルバー日吉

老人保健施設博矧到

特別養讃老人ホ一一ム

リデルホーム

老人保健施設　湧心苑

特別養護老人

老人保健施設

ホーム　三和荘

南楓苑

特別巻繊老人ホーム　くわのみ荘

特別遵誰老人ホーム

リバーサイド熊本

W¥榊rt K

ft! El榊i脹

博愛病院

特別養誰老人ホ-ム

コスモス・ファミリー熊本

r
m
m
M
I
M
-
-
-
1
.
I

-e- ＼I'fitt地上['lif:衰苑

熊本r打医師会　地域医療センタ-

老人保健施設　のぞみ

特別養鰻老人ホ-ム

ヴィラ・ながみね

ffi n*輔帳

‖ r掛Il)梶

老人保健施設
シルバ-ピア水前寺

老人保健施設

メデイエイト繊相苑

舞別発湾老人ホ-ム　こぼり苑

老人保健施設　フォレスト熊本

老人保健施設　なすび開

i^H　　四

し1."tfサ;>二'¥<T川・糾.tI:

WM RmsmiM労監

蝣t- >む.iflL:;'". '、 ,'.s:卓「り

朕療法人　会滞会

社会福祉法人　健成会

fL:ミtultl上.'!∴　JJ二iil;-;

汁/,蝣fi'lHii>¥ '、 m-sih

宇上^納I.;-1こ.L、 tii蝣蝣丘fiYif.止よ

医療法入社ffl　剛1】会

社会福祉法人　熊本繭福祉会

医療法入社l寸l　大納会

1-: /I:・臼=l・∴.

リデルライト記念老人ホーム

医療法入社間　藤栄会

社会福祉法人

医療法人　熊南会

社会福祉法人ii山会

社会福祉法人

熊本伴生事繋福祉会

医療法入　室府会

旺戦法へ,'iUユ

IK蛾Tlミノヽ什川　卜'I'v.-:≡

托」ti.Ui|-i.'三＼　せIt>¥.L--

~-千石療京大ttE石　&下云
:=+こ~二蝣　t-,　　　-VI.ここ4- 1　這-4--A?こrb=

>p,,琶1 6ii-:度委託料

社団法人　熊本rtT医師会　　　l
_-　　　　　　　　　　_　　　　　　　　」

医療法人　杉村会　　　　　　`

社会福祉法入　明芳会

蝣j^&^ml　　　騨+
・ ;/・(・;・　　　　ト・

r　　　　　　　--I 、、、--It　、　　　　　　　　t--I

医療法人　柄和会

1 Vミ鞭法Ut:[fl Bit去

社会福利法人　ヒノ郷福祉会

ntratt-v　◆f仁二二

L　医療法入社脚　光寿会

特別巷稽老人ホーム　花みずき

特別養護老人ホ-ム
ノ＼-モニー

財団法人　熊本市福祉公社
ヒューマンライフ

社会福祉法人　ゆりえ会

社会福祉法人　はちす福祉会

特別養護老人ホーム　あいこう

手相J養護老人ホー-ム　さくらの苑

特別逓減老人ホ-ム　さわらび

社会福祉法人

社会福祉法人　諒和会

社会福祉法人　熊本菊寿会
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エ　高齢者ケア付住宅生活援助員派遣事業

日　　　的　高齢者ケア付住宅に居住する高齢者に対し、 ′口舌援助員を派遣して生活指導.相談、安否確認、

一一一一時的な家事援助、緊急時の対応等のサ・-ゼスを提供し、これらの者が自立して安全かつ快適

な生活を営むことができるようその在宅/日吉を援助することをH的とする。

対　象　者　高齢者ケア付住宅の入肝者で、 60歳以i・.の'<)''蝣身tt川上　夫婦のみの高齢者m拝(大姉一一方が

6 0歳以上であればよい)又は6 0歳以上の高齢者のみでなる阻;;:で、次のいずれかに該当

するものD

(1)自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低トが見られる者

(2)住宅L*1窮度が高く、家族による援助が肘難なもの

平成16年度予算　　　27, 700千Flj

オ　住宅改造費助成事業(平成9年5月1日開始)

(障害者への生活支援の充実の項F=こ記載)

(1 0)在宅高齢者介護予防

ア　生活管理指導員派遣事業

Lj　　　的　　在宅の高齢者に対して′日吉管理指導員を派遣し、 Ias生活における指導支援を行うことで、

要介護状態への進行を防止する。

対　象　者　　市内に居住するおおむね6 5歳以上の高齢者で、心身の状態により日常生活において支援が

T>・」「勺零

利用状ft

必要と認められる要援護高齢者及び介護保険制度の申請を行って非該当と判定された者。

在宅高齢者へ指導員が訪問し、家事等の[招招三溝の指導援助を提供する。

項 t]

年 度
利 用 延 人 数 利 用 漣 ‖H 1日 .彰 文 ず.午

1 ∴川 三度 3 . 19 2 人 2 4 . 2 7 0時 間 16 , 8 7 1 千 円

i ;- ;p せ 3 . 6 19 人 2 7 .こ3 56 時 間 5 2 , 17 9 "P I1]
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イ　生活管理指導短期宿泊事業

It三宅′口舌において基本的生活習椴の欠如等により、社会適応が困難な高齢者を施設に　-特約に入所させ、

日常生活に対する指導・支援を行うことにより、高齢者等の福祉の向I・.及び要介護状態への進行を予防する。

机用代言V.

[束分

;p度 … 13

.、、、L.、.、】
「1 15

& (f‡ニ) 6 l 6

延 [..‥.一 致 ( ) う0 川

i

128

ウ　生活援助型デイサービス事業

El　　　的　　介護保険法の適用による屠宅サービス事業の利用対象者とならない変援護高齢者に対し、生

きがい対応型のL-]帰りデイサービスを提供することによって高齢者の心身機能の維持向上、

社会的孤立感の解消を図ることにより、心身機能の低下を防止し、介護者の負担を軽減する。

対　象　者　　おおむね6 5歳以l二の高齢者で、要援護高齢者又は介護保険制度の申請を行って非該当と

判定された者のうち、心身の状態が虚弱又は家に閉じこもりがちであり、日常!日舌におい

て支援が必要と認められる者。

事業内容　適所の方法により入浴、給食等各種のサ-ビスを提供する。

利用　状　況　利用延回数8, 735回
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(1 1)家族介護支援

ア　家族介護者教室(、V-h丈1 2年度開始)

目　　　　的　　高齢者を介護している家族等の様々な　　ズに対応し、家族の身体的、精神的な負担の軽減

を図るとともに、在宅/蝣kf舌の継続、 lFZ.‖-_を図る。

対　　象　　者　　高齢者を介護している家族等

事　業　内　容　　介護方法や介護二予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を修得させる。

開　　催　　数　184阿(平成15年度)

イ　高齢者介護用品支給事業(平成1 2年度開始)

日　　　　　的　在宅で`範度(要介護認定で要介護区分が4・5)の高齢者を現に介護者している家族に対し

て、身体的・精神的・経済的負担を軽減し、重度高齢者の在宅生活の継続、向上を図ること。

事　業　内　容　在宅で菰度(要介護認定で要介護IK分が4 - 5)の紙おむつを使用している高齢者を介護し

ている家族(市民税非課税世帯)に対し、紙おむつ等の介護用晶を現物支給するものo

事　業　実　績

年度

{.< 蝣'ナ
13 l 14 15

対 象 者 数 (人)

JJJ 業 " (千円)

147 n o 川2

ー 7.308 6 .6 24 7, 694

ウ　家族介護者リフレッシュ事業(平成1 5年度開始)

目　　　　　的　　在宅で高齢者を介護している家族に対して、介護から一・時的に解放し、心身のリフレッー>J3

を図る。

対　　象　　者　　要介護1以上の対象者を現に介護している家族の者。

事　業　内　容　　宿泊、 H帰り旅行を通して、介護者の心身のリフレッシュを図る。

開　　催　　数　　4回　　定)

平成16年度予算　　4, 900千FI]

(1 2)老人ホーム入所巻数

(・16.3.31現在)

区 分 施 設 数 (市 内 ) 定 員 本 市 の措 帯 人 員

養 誰 老 人 ホ ー ム 6 3 9 0 3 6 3
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(13)施

ア　老人福祉センター

名　　　　称　　中央老人福祉センター

所　在　地　　南丁一反畑町10番7号

設　m :主　体　　熊本市

運　営　j三　体　社会福祉法大　熊本市社会福祉事業用

開設年n a　　昭和39年6月l H

(昭和50年9月2F】改築)

構　　　　造　　鉄筋2階建

敷　地　面　積　　b41rri

建　物　面　積　　延496m

建　設　錐　　51, 435千円

開　館　時　間　　′1二前9時～午後5時

使　用　料　　浴室使用料100Il)

定　　　　員　　200人

主　な　設備　集会室　　娯楽室
l礼Tiて　　tIi甘''J /c ft 1

機能回復訓練室　　事務室

名
　
所
設
運

在
、
コ
　
.
一
~
王

2

=

:

　

蝣

'

?

-

開設年)]

柄

敷

建

建

開

使

定

主

名

所

設

運

…
誓
誓

荏

主
　
主

置
営

称

　

地

体

休

日

造

頼

雑

費

間

料

員

備

称

地

体

体

西老人福祉センター

小.島上町繭4番地

熊本市

社会福祉法人熊本市社会福祉事業用

昭和49年7月10円

木造W-i董建

3,400m

延252nイ

25,875千円

午前9時～午後5時

浴室使用料100円

100人

集会室娯楽室談話室

I:-'I:it--4<'Mi<i-M')iktiI

串務室電話相談室

北老人福祉センター

八景水谷l T一目2番6号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業用

間　上.'tり　tl LIHfl「18蝣"卜1 0I]2コEl

構

敷

建

建

開

使

定

に

…
誓
…
用

・ti　設

遺

碩

積

丹

間

料

員

備

鉄筋平屋建

2, 961rrイ

延296m

24, 300千円

午前9時～牛後5時

浴室使用料1 0 (日lj

1 0 O人

集会室　娯楽室　談話室

国¥yji　浴圭男'<r†l

IvfV*　　話十信HI
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東老人福祉センター

健′m本町3 1番20?チ

サhト車

社会福祉法人　熊本車社会福祉事業間

昭和46年4月1H

(平成6年5月22日改築)

鉄筋コンクリート造平家建

1, 395. 69rr了

延343. 96rrl

142, 1 1 6千円

午前9時～午後5時

浴室使用料100円

100人

娯楽室　浴室男女各1　事務室
相談室

南老人福祉センター

川尻4708番1 3号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業l三rj

昭和49年6ft27H

E^aa腰耶

4 1 0rri

延264m

24, 486千円

午前9時～牛後5時

浴室使用料100円
1 00人

集会室　談話室　娯楽宅

間I'i室　浴室男女各1

事務室　電話相談室

川上老人福祉センター

梶尾町1279番地1

熊本ill

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

昭和47年4月1日

m>> 、口う÷i」

2, 369n了

延655. 6m"

合併による

午前9時～午後5時

浴室使用料100円

1 50人

集会室　娯楽室

浴室男女各1 JB務室

機能回復訓練室　関宮室



ga'p̂
sttg).

在

主
　
と

間
]
　
営

開設年月

i

面
面

地
物

敷
建

建

開

使

定

主

時

・
 
'
+
.
.
:
.
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=
・
・
・
 
+

A
順

称

地

体

休

日

造

機

械

焚

聞

料

員

備

天明老人福祉センター

銭脚町2172番地

熊本市

社会福祉法人　熊本車社会福祉一事業川

平成3年9月8日

鉄筋コンクリート平屋建

1, 272rcj

延380. 5m

99, 330千円

午前9時～午後5時

浴室使用料100円
100人

9M闇fflKamサEm凡

hrl¥h女ftl fir-ii

食堂　事務室

名　　　　称　　西里老人福祉センター

所　在　地　　徳王町870番地

蝣ft l&　主　体　　熊木ill

運　営　主体　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業ETJ

開設年月[二1　平成7年10月1日

構　　　　造　鉄筋コンクリート平屋建

敷　地　南　柏　　2, 509m

建　物　面　税　　延513. 82m

建　設　焚　141, 375千円

開　館　時　間　　午前9時～午後5時

使　用　料　浴室使用料100円

定　　　　員　150人

..1三　な　設　備　　集会室　多目的ポー・)レ

浴室男女各1娯楽室

図諮室　機能回復訓練室

相談室　研修室

SI妄務室

利用状況

河内老人福祉センター

河内[l】撒用土2 7 0 8番地

熊本市

社会福祉法人　熊本車社会福祉事業団

昭和51年1M21[:!

鉄筋コンクリート及び鉄筋造2階建

:. 629. 3m

延　77. 5m

合併による

午前9時～午後5時

浴室使用料100円

1 50人

集会室　相談室　娯楽室

[叶.I:圭　ftfiミリJkft

M掩

(平成15年度)

.＼ ー＼ 、、＼勲 貨名

l末分
小 火 ・k 捕 南 北 川 上 ～‖∫ 内 )こ 明 蛸 LI十 lil

利 用 t;J 2 9 . 2 2′1 3 d , ! o o 1 6 . 9 9 8
I

9 , 3 7 9 ー9 2 8
3 , 2 0 3 ;>. IK t 1 3 , 2 6 9 1 6 , 9 3 1 1 9 9 . 1 5 6

= いm 利 用 .者 9 9 1川 1 5 S 叫 ++ H 3 R 5 +1 う ;i i n i l-

仕 川 料 収 入 ( I'D 6 1 6 . 0 0 0 5 9 2 . 8 0 0
5 '這 , 0 0 0

2 0 5 , t̀ 0 0 18 2 . 0 0 0 3 . 2 1 0▼9 0 0 2 . 4 3 . 7 0 0 Lー0 0 1 . 9 0 0 5 0 5 . 4 0 0 9 ▼2 3 2 . 1 0 0
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イ　養護老人ホーム

名　　　称

所　在　地

設85主体

rK営1-fト

開設年月

w^^m

柄　　　造

nmi面帖

建物ii'ri fi'i

建　設　費

定　　　員

主な設備

I出i'Nt i<>己

明生園

花園7丁目19番1号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業m

昭和54年10月

養護老人ホ一一ム

鉄筋コンクリ一つ-瓦茸2階建

-一一一部平屋建

1 3, 1 59. 9m"

延3, 231. 24m

459, 080千円

1 20人

集会所.淡I-;【S'-fc　作%Hミ　¥1i.ft室

>v>漣'蝣i-' !ifiミ　沈ill号室ifii三宅

ソーラーシステム給湯設備

明飽苑

城11懐師町780

燕1こill一

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業用

昭和45年4月(平成13年9月移転改築)

養護老人ホーム

鉄筋コンクリート造

、口1‡ it

40, 3 1 3. 2rri

延2, 695. 2m:

959, 910千円

50人

集会所　談話室　医務室　静養室

テti'M　¥'luiiH-:

(平16.3.31現在)

施 設 n 蝣li'.刺
HJl

l 男

'k

女

覗 nil 飽 ポ

汁 男 t」 計

4 8

J Iー

熊 木 市 1 5 5 7 1 0 2 1 5 :v,¥

ウ　老人憩の家(昭和48年度開始)

目　　的　高齢者に対し教養の向上、レクリエーション及び集会等のための場を提供し、もって高齢者

の心身の健康の増進を図る

設置主体　　熊本市

運営方法　　各老人憩の家運営委員会に委託

構　　　造　　木造平屋建

建物面械　　平均　0m前後

建　設　費　　約836万円(・平成12年度ifl均)

施設内容　　集会場　トイレ　台所　その他

施　設　数　137カ所

運営費補助　1施設当たり年額45, 000円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　無料
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工　老人デイサービスセンター

名　　　称　熊本市長寿の里デイサービスセンター

所　在　地　城山薬師町780番

設置主体　　熊本市

運営主体　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　平成4年12月22日

構　　　造　　鉄筋コンクリ一一ト平家建

敷地面積　　7, 30Onイ

建物両種　　延1, 448. 54m

建　設　費　;07, 736千円

開館時間　　午前9時～′自麦5時

(月曜日～王"1粧1、祝祭H)

主な設備　　デイルーム　食堂　休養室　浴室

研修室　静養室　歯科診療所

名　　　称　　熊本市西里デイサービスセンター

所　在　地　　徳王町字藤原870番地
設置主体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　　平成7年10月1日

構　　　造　　鉄筋コンクリート平家建

敷地面積　　2, 509rr了

建物面積　　延415. 72nイ

建　設　費　　129, 331千円

開館時間　　午前9時～午後5時(月曜日～土曜日、祝祭の

主な設備　　デイルーム　食堂　休養室　浴室

介護者教育室

熊本市秋津デイサービスセンター

秋津3T目17番17号

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

平成7年5月29日

鉄筋コンクリ-ト、l':=?そ建

6, 375. 65m

延642. 26m

212, 051千円

午前9時～午後5時

(月曜口～土曜日、祝祭日)
デイルーム　食堂　休養室　浴室

研修室

オ　在宅福祉センター

・熊本市南部在宅福祉センター

・熊本市東部在宅福祉センター

・熊本市中央在宅福祉センター

(施設の概要については、保健福祉サービス体制の充実の項目に記載)

-18「-



力　お達者文化会館

名　　　称　熊本市お達者文化会緒

所　在　地　　馬渡1一つ三]7番1号

設置二l三体　　熊本市

運営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業ffl

開設年月　　平成12年5月

間　　　造　　汁け、¥-- h÷ ii>

敷地面相　1, 660ni

建物面積　193. 048m

建　設　費　　50, 245千円

開館時間　　午前9時～午後10時

使　用　料
('-('蝣位　円1

＼、、＼、、、一.、、 馴 州 り 】 午 前 午 後 夜 間

他 日仙 ・>i ＼ I (9 時 ～ 12 時 ) ( 1 3 時 ～ 17時 ) IS 時 ～ 2 2 時 )

多 目 的 ホ ー ル 1, 8 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0

※冷暖房使用料は、 1時間200円

主な設備　　多目的ホール　事務所　更衣室　トイレ　健康遊歩道

キ南部万年青会館

名称熊本市南部万年青会館

所在地八幡6丁目9番9c&zo^7

設置主体熊本市

運営主体社会福祉法人熊本市社会福祉事業図

開設年月平成13年5月

構造鉄筋平屋建

敷地面機1,700m

建物面積43On了

建設費158,666千円

開館時間午前9時～午後10時

使用料及び主な設備 (単位　円)

、＼
＼、.、、＼、 触 りll'/lii] 午 前 午 後 夜 間

lIh 川 域 所 ＼、.1. (9 時 ～ 12 時 ) (ー3時 ～ 17 時 ) ( ー8 時 ～ 22 時 )

多 目 的 ホ ー ル 1 , 80 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0

調 埋 室 .ト…
1 , 20 0 1 ,8 0 0 , 8 0 0

: m E A lo o う州 5 0 0

虚 E B 蝣10 0 5 0 0 5 0 0

※冷暖房使用料は、多目的ホ--ル1時間200円　その他1時間100円

-182-



ク　東部はつらつ交流会館

名　　　称　熊本市東部はつらつ交流会館

所　在　地　　秋津3十日1 7-23

設置主体　　熊本市

運営主体　社会福祉法人　熊本市社会結持止事業用

開設年月日　　平成1 5年5月

構　　造　木造平屋建

敷地面接　1, 076. 12m

建物面積　　320. 05m

建　設　費　　93, 923千円

開館時間　　午前9時～午後10時

使　用　料 (単位　門)

、、＼ 甲 州 一 年 前 1t 午 後

i

l 夜 間

＼、.
使 用 場 所 、..、、L、＼ i (弼 ～ 12時 ) (1 3時 ～ 17時 ) (1 8時 ～ 22時)

多 目的 ホ } ル 1, 8 0 0 2 , 0 00 2 , 0 0 0

会 ;=漣 室 400 ;>0 0
I

5 0 0

※冷暖房使用料は、多目的ホール1時間200円　その他1時間100円

主な設備　　多机杓ホール　事務所　更衣室　トイレ　健康遊歩道

ケ　高齢者技能習得センター

名　　　称　熊本市高齢者技能習得センター

所　在　地　　島崎4TI=】2番95号

設置主体　　熊本市

運営主体　　社HI法人　熊本mシルバー人材センター

開設年月　　平成12年5月

構　　造　木造平屋建

敷地面積　1. 609m

建物面積　　82. 58m

建　設　費　　13, 944千円

開館時間　　午前9時～午後5時

使　用　料　　無料

}三な設備　　研修室　事務所　トイレ

-183--



コ　夢もやい館

名　　　称

WMB　日間

HiォヨM

運営主体

間設・T一月H

iw^^m

'1;宅地rfii fi'j

ih的ifti h'i

i」　　　仲

開館時間

使　用　料

熊本市夢もやい棺

桶1日]2()番5-10HEl・

熊1ゞrlf

熊本市

平成14年1 1月

鉄筋コンクリ一一ト造

8, 881. 04m

903. 66m

304, 797千円

午前9時～午後8時(つどいの広場については、 ′桐箱9時～午後6時)

(単位　円)

夢もやい館利用者証発行手数料　　3 0 0F]

主な設備　体育室　学習婁トレーニング室　子育てつどいの広場　図書コーナー　サロン　管埋宅

更衣室　シャワー室　トイレ(乳幼児用含む)
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サ　その他の施設

ITh HL上　手　　　　　J!t7i i-if、

慈愛l導引老人ホーム

mi　　り　　J)

-"' 1'卜11こ　--　∴

熊本めぐみの欄

パウ　ラ　スホーム

桜　ケ　丘　寿　徳　苑

夫　　　　V

バ　　　ラ　　　苑

天　　　m i潮

: il　バ　ー　H　-,V

細　　　井

リ　デ　ル　ホ　ー　ム

リバ-サイド熊本

コスモス・ファミリー熊本

Jin　　は　　^　Ir

ヴィラ・ながみね

二　!J

ライフケア花みずき

バ　ー　モ　ニ

あ　　い　　こ　　う

施iiiJi

他日　ma

m崎テル戸

'I'lll k-リ_1,

1-J-木　淑子

IL川1 、V: -

I

:i- f　　三嶋

iJl坂　為昭

〝　　　　s木　拓,L

吉原?1ォ二

跡部　尚子

、K,ォ】 M&

後藤　道禰

小仲　邦生

野日　　数

;サ!蝣1こ　漣や

中ト　V!'蝣

tl sii r

宮崎IE-::

抑<)i　蝣一蝣Ii t
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島崎6TH1番27号

tt.1㌔fl ]'「】l:SftI号

小山町1781番地
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1

t

御幸笛B36fi]6終了lF封　昭63. 8
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平成2TE]6爵9号
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黒髪5丁目23番is

河内町野出1936番地1

太郎迫町144添地1

.".蝣,'.崎er m m二T Ll-

長嶺向」 rhi・:品fis'.;一

種藤町1586番地

出水7丁[=190添上汚

秋津町秋田171番地3

ill'-Jt糾地3 rHJSar-一

松尾町近津1361番地

能Lu町'-J釧S61iftl号
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6　障害者への生活支援

陣営者の社会参加に対する理解や障'A'-者自身の参加意識が高まっており、瞳'蝣fc者の自立に向けた福祉のさら

なる充実が求められています'!蝣'でも障吾児については、人格形成の重斐な時期に、障雷に見合った、適切な

指導や訓練が必要であり、障雷の!fi期発見と療育の1要性が指摘されています。

今後は、障害者が安心して、 !t.きがいのある!日舌ができるように、それぞれの陣吾の程度や、ライフステ-

ジに応じた適確なサーービスを　一層充実することが必要であり、障宮者の自v/_支援と積極的な社会参加を促進す

るとともに、 m度の心身障宮者に対する生活支援を充実しますO

また、障害児の療育体制の整備や教育機会の充実など、障雷児の育成支援に努めています。

(1)手帳の交付

ア　身体障害者手帳交付

H　　　　　的　身体障害者手帳を交付し、当該障害者の福祉の増進を図る。

内　　　　　容　身体障害者手帳の等級決定及び交付

諮問機関(熊本市社会福祉審議会身体障害者福祉斬当分科会審査部会)

平成16年度予算　　, 015千円

<実　績>

①　身体障害者手帳所持者数 (平16.4.1現在)

(診　身体障害者更生援護状況 (平成15年度)

イ　療育手帳交付

日　　　　　的　療育手帳を交付し、当該障雷者の福祉の増進を図る。

内　　　　　容　本市は、進達、交付事務を行う<.
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<実　績>

①　療育手帳所持者数(平成15年度末現rO　ニ1. 649人

②　相談・手続状況(・平成15年度)

、、＼ ＼ iH 齢

障 害
1 8歳 未 満 18 歳 以 .I:二 話ー

知 i 軽 度 ∵榊 5 I5 T 糾

i- 3 17 9 ト 1, 2 3 2

障 g 重 度 ご5 ..1 5 7 9 8 3 2

中 島是 琉 )隻

計

2 1 1 5 60 8 )1

l▼0 8 0 2 , 5 6 9 3 , 6 19

＼]1倍ittffi剰1--I.亡 OP-J.友1 5年度)

種 別 生 括 教 . ・f 施 ii* 職 文 K 蛾 そ の 他 i

人 数 7 7 -1 6 11 5 8 9 0 ij l 川 1 , 1 0 1

(2)障害者社会参加促進

アガイドヘルパーffi退事業(昭和54年度開始、平成2年度つ雄改正、平成7年度・部改正)

日間∴ll:・・卜*"--*-11し・''v.'蝣'''・':1I'-T-.'!I:ii",1'、蝣'i':;・蝣-ii'."・'い、'・・蝣.・''

付き添いを行わせる。(--SB自己負担有)

利用実人員数187件(平成15年度)※平成15年度から支援費制度

平成16年度~㌣算48,000千円

イ重度身体障害者用自動車改造費助成事業

rI的就労等のために自動車改造を賛する身体粧草子者に対し、その費用の一部を援助し、社会復帰

の促進をはかる。

助成額_l二限100千F']

対象者本市に住民票がある身体障害者。(障害部位別の審査あり)

平成16年度予算2,000千iI]

り身体障害者自動車運転免許取得助成事業

H的免許取得に要する窒蟹用の郡を援助し.瞳1&者の就労等社会活動への参加の促進をはかる。

助成額1・二限100千円

対象者本市に住民票のある身体障害者。(障害部位別の審査あり)

平成16年度予算1,000千円

エ障害者福祉タクシー事業(平成元年10月開始)

目的範度の醇It?
L.J者の生活圏拡大と社会参加の促進をはかるO

制度概要タクシー利用券(490ITj)リフト付タクシーー利用券

(大型車1,350円/r国中t'-1,080円/小串490円)を年36枚交付する。

対象者本市に居住する身体障害者手帳所持者で障害の程度が1扱、2級の者、療育手帳所持者で

障雷の程度がAl‥へ2の者及び精神保健福祉手帳1級、2級の者O(所得税非課税の者に限る)

平成16年度予算60.000T円
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オ　熊本市優待証(さくらカード)交付(、u.琶8年i oy¥1日開始)

(高齢者への生活支援の充実の項目に記載)

力　福祉バス(昭和53年度開始)

日　　　　　的　　身体障害者の地域の社会捕動参加を容易にするため、福祉バス(定貞3 4人で、このうち

3人程度は車椅子のまま利用できるもの) 、マイクロバス(定員14入内車椅子4人) 、ミニ

福祉バス(定員7-8人内車椅7-2人)計4台を設mして身体障害者の福祉の増進をはかる。

対　　象　　者　　本市在住の身体障宮者手帳所持者及び療育手帳所持者o

事　業　内　容　　在宅障害者デイサーゼス事業受論者の送迎及び市長が適当と認めた各種講習会、研修会、

スポーツ、レクリエーション、その他身体障宮者の福祉の増進を図る事業等に運行する。

利　用　者　数　　2, 606人(平成15年度)

平成16年度予算　10, 400千円

キ　手話通訳設置事業(昭和59年4月開始)

日　　　　的　　庁舎内に手話通訳者を配iiaL、聴覚障害者及び音声r又は言語機能障害者の家庭生活、社会

生活におけるコミュニケ一一ションを門Tttに1事、、その福祉の増進に資するO

利　用　件　数　　2, 236件(平成15年度)

平成16年度pl,算　　7, 630千円

ク　要約筆記奉仕員派遣事業

日　　　　　的　　手話m等が困難な轄覚障害者のコミュニケー∵ション手段として要約筆記奉仕員を派遣し聴覚

障害者の社会参加を促進する。

対　　象　　者　　市内に住民票のある聴覚障宮者

平成16年度予算　1, 100千円

ケ　住宅改造費助成事業(・ft支9年5月1日開始)

日　　　　　的　　高齢者(要援護高齢者)及び障害者が、自宅において安全かつ快適な生活ができるように

住宅を改造する場合、必柴な経姥を助成することにより、当該要援護高齢者等の自立促進、

寝たきりの防止及び介護者の負担軽減を図ることを[ニ】的とする。

対　　象　　者　　6 5歳以Lの者で要介護認定により要介誰、要支援と認定された者、 6 5歳未満の者で身

体障害者手帳の1級又は2級の所持者及び療育手帳のAl又はA2の所持者で、その特性に配

慮した構造に住宅を改造するL'f好をしようとする者。 (所得制限あり)

助成限度額　　90万円(介護保険、住宅改修費20万円を含む)

平成16年度T,算　　57, 000千円(内訳　m給40, 000千円　　障害17, 000千[・男
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(3)身体障害者自立支援

ア　視覚障害者生活訓練事業

日　　　　的　障害者の自立と社会参加を促進するため、視覚瞳S:者の日常生活上必要な訓練・指導を行う。

対　　象　　者　　本市に住民票のある視覚障:[芸者

平成16年度予算　1, 000千円

イ　身体障害者福祉工場運営費補助

円　　　　的　　一般企業に就職が困難な身体障害者を雇用し、適切な環境の下で社会的自立を促進させる。

施　　設　　f'.　熊トtmfll: r.rt-5

平成16年度T'算　　46, 6 1 1千PI

ウ　産休代替職員経費補助金

H　　　　的　施設職員が産休等で代替職員を必要とする場合、その雇用経費の一部を補助する。

平成16年度予算　612千円

工　社会事業授産施設措置状況(・16. 4. 1現在)

L・ ‡内　吉:'i・・'HJ、 ・'-:i.¥;こl I !…・i三.・　;;・i.v.∴い∴ii-! ' r.ォ・ 7 ..・:蝣蝣&・':"・<i'.1;--i

して就労叉は技能の修得のために必要な機会及び便宜をIfえてその自立を助長するO

熊本授産場委託者　21人

熊本コロニー作業所委託者1 3人

委　託　料　1人月額　99, 040円　(熊本授産場)

〝　　　99, 480円　(熊本コロニー作業所)

(4)知的障害者自立支援

ア　知的障害者福祉工場運営費補助

日　　　　的　- ・般企業に就職が困難な知的障害者を雇用し、適切な環境のFで社会的自立を促進させる。

施　　設　　名　熊延観光福祉工場、ワ一一クステーションウイズ

平成16年度予算　66, 465千円

イ　産休代替職員経費補助金

s　　　　　的　　施設職員が産休等で代替職員を必要とする場合、その雇用経ず蟹の1一部を補助する。

平成16年度予算　612千円

ウ　知的障害者福祉施設整備補助金

目　　　　的　民間法人が整備する社会福祉施設に要する費用の1--部を補助することにより、施設入所

平成16年度予算

工　職耕制度(平16.

I事　業　内　容

職　親　登　録

職親委託数

委　　託　　料

者等の福祉の向上を図る。

354, 694千円

4. 1現在)

知的瞳窯者を自己のFに預り、その更生に必要な指導訓練を行う。

26事業所

0人

1人月額　29, 000円
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(5)身体障害者相談(平成1 5年度)

相　　談　　員　　　48人

相　談　件　数　　2, 403件

一平成16年度予算　　1, 320千円

(6)知的障害者相談(平成1 5年度)

相　　談　JM　　17人

相　談　件　数　　646件

平成16年度予算　　4 7 0千円

(7)障害者ケアマネジメント事業

:　　・、　　卜十㌔∴ !ii　一一'蝣*.I、・=・!　・蝣・i・・'  ;'mm一　・・!蝣:、".'I　':ト・i ''i '蝣':'蝣

高めるための支援、介護相談、情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその

家族の地域における′壬三活を支援し、もって障害者の自立と社会参加の促進を図る。

相　談　件　数　　332件(平15.11月～平　6.3n末)

平成16年度予算　12, 200千m

(8)精神保健対策

市民の心の健康の保持・増進を図ると同時に、精神障害者の早期治療・社会参加・自立の促進を図ることを

目的とする.

ア　精神障害者保健福祉手帳交付制度

精神疾患にかかっている者で、精神障害のために長期にH常生活や社会生活に制約がある者を対象に、 「障

害者手帳」を交付し、様々な支援策が受けられる。

イ　精神保健福祉相談・訪問

心の問題や病気、精神障害者の社会復帰などについて精神科医師・精神保健福祉相談員や保健師等が面接や

電話による相談や訪問を行う。

精 神 保 健 福 祉 ヰ1談 (延 件 数 ) (?電 . 面 w 訪 I!!| (せ 件 射

合 計
社 会 復 帰

老

精 神 ィ.!

人

呆健
∵ tI .]蝣・tL そ の 他 計 社 会 1別 語

老 人

枯 神 保 健
アル =] ール そ の 他 計

13 'T -U.f 2 , 1 17 丁榊 H iS ∵. 3 lil , 1日 5 山一1 4 1-1 1 日 6 7 l 1 , 80 0 7 ,2 15

8 , 0 7 1ト1年 度 3 , 5 7 2 59 7 l8 2 2 , 5 1 6 . 5 0 2 7 5 4 2-17 9 0 -1 78 1 .5 6 9

1 5 年 度

-

3 , 5 9 8 4 8 3 l t g 2 , 日i6 6 ,3 66 8 7 2 二川 9 3 5 2 1 1 .6 9 6 8 , 0 6 2

ウ　心の健康相談

ff]民の心の酬享の保持・増進を阿るため、精神柚ク三(胤托)による相談[沌各保健福祉センターごとに毎

月1阿設け必要な援助を行う。
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工　精神障害者社会復帰相談指導事業

(・平成1 4年度までデイケア等、平成1 5年度からは精神障告者サrlン・自助グル1-・プ支援等)

精神障害者の社会参加や社会復帰の促進を図る。

当事者同」二が励まし合い仲間づくりをする中から、毎日の生活に自信を持ち社会生活の鉱がりを図る。

対　象　者　-「†柄に居住し卑柑・家族・医療機関・社会復帰施設等から社会復帰及び生活支援に関する

相談等があった通院中の精神障*H-.者

オ　精神障害者家族教室

精神障害に対するil三しい知識をもつことで陣雷者に対する適切な対応ができるようになるOまた、家族の

苦しみを共に支え・癒すことで軽減し、ひいては自助組織への発展を企図するものo

力　薬物依存症家族数室

薬物依存に対する正しい知識を持ち、当事者への適切な支援傭療・社会復帰・再乱用防止等)ができる

ようにする。同時に、家族が支え合うことで共感・癒しを得ることが[-l凍る。ひいては、自助組織育成の

一一歩とする。

キ　精神保健福祉ボランティア養成講座

地域住民を対象に、精神障害者への正しい理解の普及を図り・精神障害者を地域で支えるボランティアを

育成する。

対　象　者　精神保健福祉ボランティア活動に関心があり、受講後ボランティア活動できる人o

受　講　料　　無　料

(9)精神障害者支援

ア　通院医療費公費負担制度

精榊纏による通院医療費自己負担を総医療費の5%に軽減することにより継続的受診を促進するo

イ　精神障害者援護金

長期にわたり入院している精神障害者の僻隻者に対し、経済的負担を軽減し福祉の向上をはかるo

ウ　精神障害者居宅生活等支援事業

①ホームヘルプサ-ビス(精神障害者居宅介護等事業)

地域における精神障害者のE=l常生活を支援することにより、精神障害者の自立と社会参加を促進し、福祉の

増進を図る。

対　象　者　原則として、精神障審者保健福祉手帳を所持する精神障害者または精榊路を支給事由とするo

l舶年金を受けている人で、 [-欄生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の

介助等の便宜を必要としている者

利　用　料　所得により応分の負担がある。

実施状況(平成15年度)　　　実利用者　47人
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②グルー:/ホ一一一ム(精神障宮者地域′口舌援助事業)

グル--プホ一一一ム(共同′日吉を営む精神撞宮者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えている)での

里舌を望む精神障害者に対し、日常生活の援助等を行うことで、自立′掃午を助長するO

対　象　者　ド記のいずれにも該当する精神障害者

1)日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか適当でない者

2) -定程度の自活能力があり、数人で則ffjの生活を送ることに支障がない者

3) E欄'生活を維持するに足りる収入があること

実施状況　(平成15年度)　　　実利用者　　36人

(1 0)重度心身障害者医療費助成(昭和53年1 (川in実施)

対　象　者　　20歳以上の障害者。

(身体障害者手帳が1級、 2級又は、療育手帳がAl、 A2又は、精神保健福祉手帳が1級の者)

受給資格者　　本市の住民基本台帳等に記録され　現に屠住している障害者。

所　得　制　限　　障害児福祉手当の支給制限に準じるD

実　施　状　況　(平成15年度) 件数　1 10, 775件

経費　783, 548千円

(1 1 )身体障害者在宅生活支援

ア　身体障害者福祉電話貸与制度(昭和5 1年度開始)

目　　　的　　在宅の重度身体障害者に対し、緋lJ:電話を貸与することにより日常生活の便宜を図り、その

福祉の増進をはかる。

電話貸与台数　　1 09台(平16.3現在)

貸与対象者　　　外出困難な身体障害者(1、 2扱)

平成16年度予算　　3, 290千円

イ　障害者緊急通報システム事業

目　　　的　　緊急通報システムを導入し、 2 4時間体制で緊急時に備え、在宅の幣身薮度障害者が安心

して生活できるようにする。

対　象　者　　市内に住民票のある単身等の重度瞳蜜者

平成16年度予算　1, 500千円

ウ　障害者補装具交付事業

目　　　的　　　身体障害者に対し、補装具の給付及び修理を行い、その福祉の向上を図る。

( ・部自己負担有)

品　　　目　　　　座位保持装置等

平成16年度予算　137, 000千円
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工　障害者日常生活用具給付事業

目　　　的　　　身体障宮者手帳の交付を受けた身体瞳f'f者に対し、日常生活用具の給付を子事、その福祉

の向上を図る。 (-一部自己負担有)

品　　　F=]　　　入浴補助用具、聴覚障害者通信装置等

平成16年度予算　　2 1, 000千Ilj

オ　心身障害児(者)ホームヘルプサービス(平16. 4. 1現在)

利用実人員数　　　3 I 7人

平成16年度予算　　508, 244千円　※、n丈15年度から支援鋸川度

力　身体障害者短期入所(ショートステイ) (平16. 4. 1現在)

目　　　　的　　在宅の重度身体障害者を介護している者が、疾病等の埋由により-一一時的に介護できない

場合、当該障害者を身体障害者療護施設へ入所させる。

利用　施設数　　2施設

平成16年度予算　1, 700千PJ

キ　在宅身体障害者デイサービス事業(昭和60年1 0月開始)

H　　　的　　就労の機会等が得がたい在宅身体障害者が適所して創作活動、軽作業等を行うことにより、

その日u.を[判るとともに生きがいを高めることを離杓とする。

事業内容　　社会適応訓練事業、軽作業、機能訓練、相談事業、入浴サ-ビス(93女浴室、 ・車いす浴室)

利用　施設数　　3施設

平成16年度予算　32, 700千円　※平成15年度から支援費制度

ク　熊本市希望荘デイサービスセンター管理運営事業(熊本市社会福祉協議会委託)

在宅障害者の自立促進と生きがいの高揚のために、昭和6 0年1 0月から希望荘で実施していた社会適応

訓練事業、創作活動、軽作業等の事業のほか、一胸先5年7月から多目的訓練室、車いす浴室,男女浴室を備え、

重度障害者や障害者のふれあいの場として利用できる施設を運営している。

サービス内容　①社会適応訓練事業　②創作軽作業訓練事業

③機能訓練m業　　　　④総合相談事業

⑤入浴サービス事業

設　　　　備　1階　駐車場、機械室

2階　多目的訓練室、車いす浴室、ラウンジ、身障者川トイレ

3階　浴室(男女) 、ラウンジ、身障者用トイレ
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ケ　重度身体障害者自立支援事業

III　　　的　　ケアグループによる介助サー-ビス等を提供し、障害者の地域社会での自11.3三活を支援する。

対　象　者　　本市に)封巨31るip.身の重度身体瞳甘者o

平成16年度予算　1 7, 578千円

(1 2)難病患者等居宅生活支援事業

日　　　的　　介護、家事等を必要とする難病患者等の社会参加を促進するため、ホ一一ムヘルパーの派遣、

Ep用川三活用具の給付、施設の短期入所を行う。

対　象　者　　難病患者等で他法の適用を受けない者。

・」/&16年度予算　3, 000千IJj

(1 3)心身障害者扶養共済制度(昭和45年6月1日間始)

H　　　的　　心身障害者の保護者が死亡又は障害者となった後、残された心身障害者に年金を支給し、障

加　入　者

保　険　料

害者の生活の安定と保護者のいだく不安を軽減しようとするものO

療育手帳所持者、身体障害者手帳所持者で障害の拙餌ヾ 1級から3級までの者及び永続的な

知的障害又は身体障害を有する者で、前述の者と同程度と認められる者。

心身瞳雷者の保護者(心身障害者の配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族で現

に心身障害者を扶養しているものO )であって、 6 5歳未満の者。

加 入 時 年 産, i ¥ u¥ n 十 3 5 - 3 9歳 40 ~ -日 歳

6 ,0 0 0 円

4 5 - 、19 .

7 , -100 1

5 0 - 舶 5 5 - -5 9歳 60 ~ 6 4 覧

保 険 軒[ 3ー5 0 0 11 ・I,5 0 円 ] 8 - 9 0 0 P 】 10 , 8 0 0円 1 3 , 30 0 円

(注)　20年以上この制度に加入し、かつ、年齢が65歳以上の者は、掛金の納付を免除

給　付　金　　加入者が死亡又は障害者となったときは、心身障害者を扶養する者(年金管埋者)に対し、

毎月20, 000円(1CJ当たり)の年金を支給する。

加入後1年以上の者で心身障害者が死亡したときは加入期間に応じて一時金として

20, 000円　100, 000P】を支給する。
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(1 4)身体障害者更生援護施設等の状況
再-Hi.4.1現狛

施　設　Hi　別

身体障害者史ア施設

I,F泣　　　言r上　　　f 1

能　力　開　発　セ　ン　タ　ー- (熊本FID

能力開発センター(過) (熊本ifI)

i'
Il・
'苓南東(本渡U)

身体障害者授産施設

身体障害者療湾施設

経営fcf本　　　　定　員　.支援費支給人£i

熊　　本　リ,　　　30

社会福祉法人　　　50

社会福祉法人 的　　1　　　g

太陽の家(別府市)

ラインT_拐(熊本市)

テクニカル~1二房(I'M合志町)

f:ウn--';い蝣t:Illf・い

くすのき[封(松橋町)

天草更生胤(苓北町)

「.Iht与lhlLl-q;rユ;mr＼

白鳩開(通)(西合志町)

大牟田恋愛L強(火車ram)

l二一一一ーtLfilllh】Ifい

たまきな荘(1三名U)

くまむたイl三(城南町)

m.光園(木i度ft!)

たちばな胤(阿蘇町)

愛隣館(山鹿ill)

・":′ヽL虫IImi間I.1,'-1

騰々舎(大分県)

m友の.El号(宮崎リR)

けやきホーム(人吉ilT)

朋暁苑(熊本市)

くぬぎ聞(西合志町)

苓絶苑(苓北町)

のぞみ(竜北町)

ゆめの望!_(熊本市)

m空の里(鹿児ぷ蝣i-m¥i]>r<)

ノ′　　　　　　　　110

′l

ノア

ll

.i*　　ヰL LL. L

fi. ;; f,v; t止は)、

17

蝣0

30

30

50

1し川

so

〝　　　　[　17

hi)

托会Fiii

JJ

人汰

Jqn

ll

7

6

i

12

2

-:

1

SIl

70

70

60

50

50

50

Ll二

50

W

11　1　30

・・　　　　　　　　5 -_'

〝　　　　　　　　　50

17

16

2

6

20

1

14

i

3

:川

12

-I

4

32

1

合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,632
入所　215
jiMr　　5 -|

りSB.



(1 5)知的障害者援護施設入所状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.4.1現在)

施 設 種 別 施 設 名 定 員 ( .強 要 ) 支 援 苦を 支 給 人 員

.u l ノl:A施 ii'Z

授 推 施 Li貨

lケこ 木 <蝣蝣 14 1 ( 人 i茸 w 川 0 I

′jト 'U 榊,! ( te H i',!い = H 十∵日十 :3

I

-

t f t 7 i ( ,V , ! ー LL,㌔) " ー (6 0 )

.'蝣 f .ミ rl土 i、ー] " … !三a u,サ り(I (5 0 )

二.】 !.‥:i 蝣" -蝣蝣蝣 '.'テ 仙 一.⊥! ′1: 雛 ( 上x ォ ォ ) I3 0 く2 0 1

15 ) >~> *:x V ) '1 ' (& :i ( k s i t;蝣) 6 0 c 軸 )

r苓 山 頼 ( ′号、 一jく h ) 6 0 ill) I

'A f, iも,1 {>':さ 統 巨り) 6 0 川 ) 日

チ.. くll が ( 1 諜 I J 6 1) (2 0 ) lO

・'S

i

a

g

つ つ T , i嶺 ( あ さ ぎ り Ein 5 0 3 0 )

U '・"> 0 ) ;さ 【も】 (f指 ィ、 6 0 (3 0 )

.～ .蝣'> iナー 14 ! 紺 -l ィ、 町 ) 6 0 (5 (1)

it) in 桝 ( .本 1ー 6 0 日 り)

同 株 桝 は 町 ) r,n a n )

迎 l胡 ( 那 .水 き汀) iO 3 0 ) l2

n 桝 lt L萄 CfJp g ;主 s サ s o c 川 ) l2

} こ 水 命 lォ ( 人 /IC a n 5 0 2 5 ) l2

城 ifc 7 ' tく1i (城 iti 町 ) 5 (1 3 0 ) LO

I.'i i ;i、 純 絹 す れ きい 6 (1 (蝣川 ) 日

.Mを .r ノ̀i CO 'ー! (松 a 即 ) 7 0 4 0 6

`

7 7

氷 川 ′√= L胡 (・;蝣蝣',蝣 K と 町 ) 5 0 (こ" )

> ' ・". "_< 減 t V ) 池 すい :>u 十∵の

メ㌔ の '1 ( 人 t tt 町T ) s o 欄 )

第 お ぐ ノ?蝣 i旬 ( 小 国 町 ) 5 0 2 0 a

LlJ Tゆ た か ′ 脱 (熊 本 ' 0 5 0 2 (1)

サt 'k !蝣もi ←益 城 叫 ) 5 0 (2 0 ) 2 4

ラ .す. ラ.た 苑 ( ifi m 町 ) S O (2 0 ) 6

旅 人 i.!‥ ). 洲 (熊 本 蝣l l 5 (1 (2 0 ) LZ g

ll/ く し の 一一!l ( 人 相 町 ) 5 0 (2 0 2 5

八 代 ′′: 湖 (八 代 I J) S O (2 0 ) ∫

fi- 城 一丁: 刺 (′i 上 朔 ) 3 O 9

熊 木 ラ イ ト ハ ウ ス の ぞ み ホ ー ム (接 木 ill) 4 0 13

ど

沈 ′jt の !B ( a 紬 町 ) 5 1) 2 0 )

).亨:蝣 w . 款 の " ( L 城 町 ) 3 0

み つ 拙 (メ,i 北 W T ) 5 0 (3 (1) i

L Iふ つ ぶ の 蝣I! (!>s 本 心 ) 3 0 .2 8

潔 さ '? ! り の ・* ' ( 大 サ W ) 8 6 (3 0 ) I

4 5

】

つ :.サ 間 (特 木 iff) 5 0 (2 0 )

カ リ タ ス の 哀 ( tf , 間 1) 1') j l

机 人 .Il ′;= L軸 (ネ 招 l i) :川 1

あ け ′:{ の 苑 ( te i 間 .ゝ',;) 7 0 i

熊 木 ili !ま な ぞ の ノ;: 苑 (油 所 ) (熊 本 fl) 6 0 .一蝣s

.i ,

蝣) ポ

nS 本 一一J. 、V は 蝣? 蝣 m (油 * ) 特 本 n 6 0

江 津 湖 嫉 f f Lも1 油 湖 セ ン タ 一. (熊 本 i.ーi) .川

7

∫

′

I

5 0

消 再 L':a (妙 ')[) 松 崎 町 ) I

城 r寺i f: 胤 as m 城 向 町 ) I

.f指 火 L胡 (油 !? !) 溢 城 lit) 6

大 水 ′L 命 ′一㌢ 間 (地 所 ) ( 人 水 野 ) I

5

7

メし の '蝣H (過 I'll) 大 日! 町 )

ゆ た か ノ/蝣 14 1 (油 ′蝣Jr) 旅 心 tー1.)

ち く LrX 生 糊 ( 打 開 リー.㌔) I

選 の % id 地 ( 礼-i 朋 リーtl) 2 0 I

セ ル フ か が や き (熊 木 i) -16 日

,

9

荒 16 ili 小 tlT 作 文 桝 (荒 JE rーf) l川

ゆ き 3 : の .ーi= 鵬 (紙 用 町 ) 5 0

P-1 脈 く ん わ の M fit 田J ) 5 0 l 6

積 木 こ す も す 臓 (松 臆 町 ) 5 O H

心 賦 ノi T ia <vs rI F r ) 5 0 l l

あ ゆ の El号 }JJ 剃 (り】 K 町 ) 5 0 ∫

旅 心 ォ fこii ': 蝣蝣 I胡 (菊 一期 町 〉 5 0 L ー

肌 ・ft 111 群 (4 こ 渡 i f) 3 0 2

明 V . '{ 蝣蝣 閲 (蘇 似 町 ) 5 0 t Lt

う ぐ い す *l.: ( 人 巾 ) 3 6 4

川 的 1.一 /I.た (如 ーLL召 Lrlと) ∵り I

セ ル フ ほ ほ え み ( 油 ′ ( 38 本 I f ) '蝣I) =r Jー

ワ l.ら /j シ ッ プ 熊 本 ( 油 所 ) (熊 木 巾 ) Z 5 2 3

i

:i

f燕 * ォ)蝣 ーX -) 鵬 ( 通 ri r) ヰ:i 叫 ォn l 9

人 f ' $ > ゆ :I+ 脱 ( 油 I'i r) 大 flP 封r ) 2 0

友 婆 i i E L胡 ( iiM t ) 指 ふ い j O 2 6

l S

2

琉 M i iti -7 - t胡 ( 油 桝 ) ( 城 lォ 町 ) ! 蝣

-

2 0

熊 本 'i ¥ H i 胡 ( I.ノ ク 菊 rl㌶ ) ( 血 f¥ ) < ォ; 胡 町 )

旨 本 4 5 弘J 蝣'/ 蝣蝣 I烏ー ( ワ >; >蝣くり ( ifj i'/r ) 大 沖 e n -1

野 々 a 蝣蝣/ 蝣 間 ( 過 f刑 ( I'if ft .蝣ユ;.B p 8

明 細 , Lもー ( 油 !蝣!'.) ( ?!旨 ネ i / > :川 2 6

7

I

++++1 :i

a t 月* ') - 蝣 V セ ン タ l ( 油 一一it ) (!f旨 4 、 L!} :川

皇31 M ス JIT ン ( 過 iリi } 絹 j. 氷 り ) 2 1)

一日

;,D V ノ tも ( illw '7 ) 味 ) ヨ!∫t}

心 きサ 蝣'(蝣蝣 iも1 〈道 lift ) 、 f T 3 1 :

M 如 ′ ′L t > o 'i! 〈池 か ㌻ 舶 ;.'] )

合 計 3 、5 5 1 9 9 0 入 所 5 3 9 適 所 3 こM
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(1 6)知的障害者通勤寮支援費支給状況　　　　　　　　　　　　(平16.4.1現在)

施 設 名 定 i. t i'iVi 蝣こ告人 i

だ ま (熊本市) 2() S

通 勤 媒 も み の 木 (熊本市) ～ 13

( 1 7)知的障害者グループホーム支援費支給状況　　　　　　　　(平16.4. 1現在)

施 設 名 ラ H 支 援 符 支 給 人 員

希 望 荘 ( 阿 蘇 町 ) ∫ 1

グ リ ー ン ハ ウ ス ( 阿 蘇 町 ) 、l 1

治 誠 射 ( 阿 蘇 町 ) / 2

好 漢 荘 ( 阿 蘇 町 ) .I 3

グ ル ー プ ホ P ム 浜 荘 ( 本 irT空 市 )
.

I

第 二 菊 陽 ホ ー ム ( 菊 陽 町 ) ∫ a

菊 陽 ホ 一 ム ( 菊 陽 町 ) 7 1

グ ル ー プ ホ I ム 藤 山 ( 城 南 町 ) 4 1

土 河 原 ホ ー ム り ん ど う ( 熊 本 市 ) Lt 、t

春 日 ホ I ム す い せ ん ( 熊 本 市 ) 4 蝣1

城 山 ホ ー ム あ じ さ い ( 接 木 汁r ) b 3

上 代 ホ ー ム こ す も す ( 熊 本 市 ) :1 2

の ぞ み ホ I ム ( 熊 本 rtJ ) L/I I.I

第 1.m一 き ぼ う の 家 ( 松 橋 町 ) ;I 1

わ ら び 倶 楽 部 ( 菊 池 市 ) .1 1

グ ル I プ ホ ーI ム 五 色 寮 ( 甲 佐 町 ) L1 1

繊 Ill f t t 北 t ふ 崎 リ','.・ } Lt 1

第 二 ゆ き ぞ の グ ル ー"プ ホ I ム ( 砥 用 町 ) -It I

お れ ん じ ハ ウ ス ( 天 水 町 ) Il 1

グ ル ー プ ホ ー ム サ ン プ レ ッ ソ ( 本 渡 市 ) Ill I

泉 ケ 丘 ホ ー ム ( 合 志 町 ) 1 3

ゆ う す い ホ 一 ム ( 五 和 町 ) I.I I

く ぬ ぎ の 森 ( 城 南 P T ) 5 +i

グ ル ー プ ホ ー ム ...…一 ノ 瀬 ( 本 渡 市 ) 蝣 1

武 威 丘 ホ 一一 ム ( 菊 陽 町 ) a 3

第 ホ ー ム ( 天 水 町 ) /I 1

つ く し の ( 大 津 町 ) =1 I

リ バ グ リ P ン 明 和 ( 熊 本 市 ) .4 3

ち や れ ん じ ( 菊 池 市 ) ll 1

く れ す た ( 菊 池 市 ) ll 1

熊 愛 ホ P ム ( 益 城 町 ) L1 1

フ レ ン ド シ ッ プ ( 菊 水 野 ) 4 I

さ く ら ホ ～ ム ( 鹿 央 町 ) 4 1

鞘 .'.'.i i. 阿 蘇 町 ) 4 1

ゆ う す い く ら ぶ ( 五 和 町 ) -rt 1

ト ト ロ の 森 ( 七 城 町 ) ll 1

た ん そ う ( 大 分 県 ) ll 1

森 山 ホ ム ( 天 水 町 ) Il I

新 ( 大 津 町 ) ++I 1

令 ,Tl 1 7 1 山
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(1 8)市関連施設

名　　　称　　はなぞの学苑(知的障雷者適所更′摘む設)

所　在　地　　　花園7　上目12番1 5

設置主体　　　熊本市

経営主体　　社会福祉法大　熊本市社会晶祉事業用

開設年月H　　　昭和57年5ftl H

建物構造　　鉄骨造2階建

敷地面接　　1, 948. 79m

建物面積　　延981. 89rri

建　設　粋　　168, 477千円

委　託　料　　103, 400千円(・fi文16年度予算)

定　　　員　　　60人

主な設備　　(1F)事務室(相談室含)　食堂

医務室　更衣室　木工室

陶芸作業室　シャワー室

厨房　洗面所

(2F　調理実習室　和室(1日舌指導室)

紙器1.(1∵圭　Lll∠(・*. 」,溝i¥

(倉庫　ステージ　放送室)

名　　　称　　熊本市福祉センター希望荘

所　在　地　　大江5丁口1番15号

設ILr還主体　　　熊本市

経営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会

開設年月日　　　昭和55年6月1H

建物構造
鉄筋コンクリ-ト地L3階
(潤;塔屋4階)

敷地面械　　　　98n了

建物面項　　延1, 232. 23nイ

建　設　費　　　270, 445千pi

委　託　料　　　37, 300千円(平成16年度予算)
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平成学園(知rr榊童宮者適所更生施設)

小島ド町1 732番地1

・>hト有

社会福祉法人　熊本rf接し会福祉事業団

平成2^9月1日

鉄筋コンクリート造平家建(-一淵;2階建)

24. 066. 6 1m"

延2. 164. 63m

553, 399千円

131, 000千円(平成16年度予算)

60人(短期宿泊訓練施設定員1 0人)

(管理棟)事務室　多目的ホール

(訓練棟)訓練室　感覚言語訓練室　プレイ

)「-ム　調上-'I!'tffl室　川試室

食堂　医務室　休養室　陶芸作

業所　自立生活訓練作業所

Ifl'l汀】純mitj]iri泊,i)ll純用1,1一室

(ふれあい棟)談話室　和室　研究室

会議室

熊本市希望荘デイサービスセンター

k,T.o llll満1 IS!二手

熊本市

社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会

平成5年7月10日

鉄筋コンクリート地上3階

(一一-部塔屋4階)

257. 69m

延691. 39rr了

240, 083千円

48, 000千円(平成16年度予算)



(1 9)障害児支援事業

ア　特別児童扶養手当受給者数　　　　　　　　　　　　　　　　(平16年川=三】現在)

lg A 分 受 給 者
障 て リ己

1械 i;,'-, [;リtt 蝣im m -a リま 」1ー

人 数 9 0 7 3 -16 3 83 9 2 9

(注)月額1人　1扱　50,900円　2級　33.900円

イ　重度心身障害児医療費助成(昭和48年4月1日、市により実施)

対　象　者　　　2O歳未満の障害児

(身体障害者手帳が1級、 2級又は、療育手帳がAl、 A2又は、精神保健福祉手帳が1級の者)

受給資格者　　本市の住民基本台帳等に記録され、現に柄日ノている障芸机上丈は障害児の養育者

所得制限

実施状況

なし

件数11, 352件　(平成15年度)

経費　40, 173千円

ウ　障害児補装具交付事業

目　　　的　　身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、補装具の給付及び修哩を行い、その福祉向上

を図るO (一朝伯己負担有)

品　　　目　　座位保持装m等

平成16年度予算　48, 000千日

工　障害児日常生活用具給付事業

日　　　的　身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた児童に対し、日常生活用具の給付を行いその福

祉向上を図る。 (一淵的己負担有)

品　　　目　　入浴補助用具、階覚障蜜者通信装置等

-く5E,茂16年度予算　2, 400千円

オ　夏休みの障害児・家族支援事業

目　　　的　　夏休み期間中、小中学校・養護学校在籍の障害のある児童を日中の問預かることにより・

障害のある児童の健全育成、家族の介護負担の軽減を図り、小中学校・養護学校在籍の障

害のある児童及び家族の福祉の向上を図る。

対　象　者　　本市在住の養護学校・特殊学級等在籍児境生徒

平成16年度予算　6, 000千円

(20)障害児療育事業

ア　在宅支援訪問・外来療育等指導事業

目　　的　在宅障害児(者)のライフステ---ジに応じた地域での生活を支援するため、瞳酎己(者)の

持つ人的、物的機能を活用し、外来又は訪問による療乱相談体制の充実を図ることにより、

在宅障害児(者)及びその家庭の福祉の向l二を図るo

※平成15年度までは心身障害児(者)巡回療育情炎等事業として実施

対　象　者　本市在住で在宅の身体障害児、知的障宮児(者) 、重症心身障害児(者)及びその保護者

平成16年度予算　2, 500千円
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イ　障害児(者)地域療育等支援事業

目　　　　的　　　在宅の心身障害児(者)に-糾'E-j的な療育指導を受けさせるとともに、ボランティア活動の

育成や、障雷児保育等をサポートすることにより、在宅陣営児(者)の地域における生活

%-'蝣・ヒ托-it一三三一。

対　象　者　　　本市在住の身体障害児、知的障害児(普) 、重症心身瞳宮児(辛)及びその保護者

平成16年度予算　10, 500千R

ウ　重症心身障害児(者)通園事業

口　　　　的　　在宅の重症心身障宮児(者)に、通園の方法により、日常生活動作、運動機能等に係る訓練・

指導など必要な療育を行い、運動機能等の低トを防止するとともにその発達を促し、併せて

保護者等に家庭での療育技術を習得させることにより、在宅の重症心身障害児(者)の福祉

の増進を図る.

対　象　者　　本市在住の在宅重症心身障害児(者)

平成16年度予算　17, 400千円

(2 1 )障害児療育相談事業

・こどもの発達相談窓口相談状況

発達の遅れがあるこどもやその疑いのあるこどもの成長を手助けするため、こどもの発達に応じた訓練方法

や進路について適切なアドバイスを行い、保護者の受容を深め不安を解消させるとともに負担軽減を図る。

開　　　　所　　平成1 1年5月10IE】

場　　　　所　　熊本市湖東1TO14番305|　熊本市民病院職員住宅1階



7　社会保障制度

少子高齢化の急速な進展を背lt封こ、国においては年金、医療、福祉など社会保障制度全般の見直し・耐苑築が進め

られていますO　これに対し、 ・-J裁1 2年度から開始された介護保険制度の円滑な運用体制の確二立、国民健康保険制度

や老人保健医療制度の公平かつ安定的な運営などが求められています。

加えて、生活保誰制度による低所得者への自M.支援や、高齢期の生紙を保障する国民年金制度の普及を進めていか

なければなりませんO

このため、介護保険制度、 [・1]民健康保険制度や、老人保健医療制度の円滑な運用を進めるとともに、国民年金への

加入促進、生活保護の適正な運用に努めていますo

(1)介　護　保　険(・*戊12年度事業開始)

ア　対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.3.31現在)

第 1 与;:.X1 被 保 険 者 数

6 5 歳 以 上 7 5 歳 未 満 6 3 , 9 0 9 人

7 5 歳 以 上 5 4 , 13 3 人

ft ,,l 1 18 .0 -1 2 人

第 1 号 被 保 険 者 の い る 世 符 数 8 5 . 5 8 6 世 -til-'iir

蝣I 0 !,¥ U 、上 6 う歳 未 満 者 数 tS O .O U T 人

イ　要介護(要支援)認定

①　介護認定審査会　　　　委　　員　　　　　　　　　206名

(構成) ・医療関係者　　　　　　95名

・保健関係者　　　　　　40名

・福祉関係者　　　　　　7 1名

②　認定件数 28, 952件(平成15年4月1円～平成16年3月31日)

③　要介護(支援)認定の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.3.31現在) (単位　人)

要支 援 E 要 介 誰 1 … 要 介 護 2 変介 隻3 要 介 護 l{t 提介 護 5 合 計

2 0 . 3 3 1第 「埠披

6 5サ

▼保 険 者 4 ,0 5 8 7 , 3 2 8 2 , 6 2 2 2 , 12 2 l 二. u s 2 , 0 5 6

菱以 上 7 5顔歳 末 満 6 6 3 1 , 1 8 0 蝣1 29 3 2 3 '.'蝣IT 2 9 1 3 , 13 3

A-、、 サ
7 5 m歳 以 上 3 ,3 9 5 6 , 1こ18 2 , 19 3 1 ,7 9 9 1, 9 0 1 1, 7 6 5 17 ,2 0 1

第 2号 被 保 険 者 " I ご3 2 i :u 6 8 19 l 7 5 ti"

コ F
f 4 . 12 7 7 , 5 6 0 i 2ー7 5 3 1 2 , 19 0 2 , 19 7 2 , 13 1 ご0 .9 ;")$

ウ　介護サービス利用の状況
①　居宅介護(支援)サーゼス受給者　　　　　　　　　　　　　　　(平16・3.31現在) (単位　人)

K ft 要 支援 要介 護 l 要 介 護 2 '* .U 隼3 要 介 if f 要 介 護 5 合 計

蝣fi i i;終 楳 ド$>% 2 , 7 8 7 5 , 15 a 1, 59 7 8 2 3 5 4 6 7 2 1 ,5 8 0

第 2 号 披保 ー者 38

2 , 8 2 5

1 80 9 -1 3 1 '_ r 2 7

…jl.前

十 →

ノ′、
ri

汁 5 . 6 3 5 1, 69 1 8 5 7 5 7 3 l l ,9 8 0

②　施設サ-ゼス受給者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16・3.31現在) (単位　人)

K ・> 介 隻老 人ti沌llB鋸 貨 介 護 老 人 保健 施 設 介 誰 療 養 型 医 療 施 設 合 計

第 1 榊 皮保 険 者 I, 3 6 0 1 , 5 7 3 1 . 5 ′6 lL ;ー0 9

第 2号 被 保 険 者 I 2 1 2日 ;〕

合 …SI* 1, 3 6 I I ,さ19 -I 1. 6 0 .i 蝣I, :j6 I

--201-



工　保険料

①　介護保険料額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(年　額)

②　保険料賦課収納の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.3.31現在)

年度
一一一・・- ----、一一一、-、、_mr,

Hi ttcFti三日帆i't!触(=1
i　　一一　-　　一一一一・・一一　-、・-一日、-・、-I--

vkmrnmrn (fd

収　　納　　率(%)

薗て 保険料賦課徹(門)
年
度
分
一
　
封

保険料収納触(円)

父　　納　　　率(%)

i'tさド*f:川鮎'I!Si Lrlい

保険料収納触(円)

収　　納　　i寿i　{%)

13　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　15

3. 200,678.-107　　　　　′l∴37-1.747.071　　　　.蝣172.349.003

3, 142,920,910　　　　　・1,28-1,671,359

98. 20　　　　　　　　　　　97.9.1

5,346,569,382

97.70

18,380,6401　　　　65,907,723　　　　132,706,060

8,096,292I　　　18,512,474　　　　　24,905,677

28.09

3,219,059,01

3,151,017,202

18.77

5.605.055,063

5.371.475.059

オ　事業者

①　在宅介護サービス事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.3.31現在)

②　居宅介護支援事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平16.3.31現在)

サ ー ビ ス 碓 旅 i.; 業 者 数

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 143
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③　施設サー-ビス:tiT;業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(^16.3.31草純)

介 護 保 険 施 設 施 ;設 数 床 数

CO f「縄 老 人 符抽 L二胤 il芝 1 1,252

蓬) 介 言草老 人 保 鯉 施 設 2 1 1.630

③ 介 護 療 養 型 医 療 施 設 53 2, 14 1

力　介護(予防)給付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(馴立　P】)

(2)国民健康保険(昭和34年7月1日事業開始)

ア　世帯数及び被保険者致

一、＼-一一・一_　　　　年　哩

区　分　　＼-㌔-㌔_㌔ !

総　Bt　拝　数!

-I:LJll:'・ .'I.-. I

加　　入　　率(%)
l

総　　　人　　　【_I i

縄　i'i K ft　秋
+　il!

加　　入　　率(%)

】　　　　　　　I'J I:1

260,778

107,828

41.35

__　、 , ,l　　　　___、__　_、_

261,226　　　　　26′4,824

112,2日

42.96

659,942 】　　　661,226

211,768　　　　218,062

32.09　　　　　　32.98

llT.159

11　i l5
-　-　-　　　　　　　　　　-　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　-　　　、 、　、　　-

266,396

121,7-15

11.24　　　　　　　蝣15.70

66-1,279　　　　　666,698

225,602 232, 597

271,211

126,173

・16.52

667,746

238,928

35.78

(注)各年度3月31日現在
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イ　保険料賦課徴収状況

年　度

i/I　分　　　　　　,既頻分

調　　定　　額(円)

収　入　済　触(門)

収　　納　　率(%)

調　　定　　額(円)

収　入　済　額([ユD

収　　納　　率(%)

調　　定　　額(円)

収　入　済　徹(円)

収　　納　　率(%)

賦　　課　　糊　　口

徴　　収　　回　　数

-

!　帖　K　険　ォI '>、 、'l pl
I- '-　t-　-　-'- 、　-　t '-　　　　　　、 -　　　　、 -

i it*　-o; U'll保

険!　。

㌫漂琶E lt妄低(円)

恨
蹟
t
^
~
r
j
t

算
定
割

財
政
状
況

i jI・':均(FJ
l

所　　得　　割(%)

均　　等　　割(R)

>p　　等　　割(円)

所　　得　　割(%)

均　　等　　割(%)

平　　等　　割(%)

歳　　　　　入(円)

歳　　　　　　出(門)

単年度収支額(円)

累積収支額(FJ)

】S,057.051.4

15,719.593.6

ffl　訂w,

947.466.29

SOfi, 6・43, 92

87. 35:　　　　　tqS

.
/
　
/
-
　
.
I
l
l
/
,

/
.
　
　
　
　
　
、
~
い

ハ
H
L
　
　
　
　
　
　
.
/
.

C
D
　
　
　
　
　
　
　
1
.
0

7),27

115,715.715:

22.293,15d

IS.294　779.24:i

15,965 i 1.011

f;T　糾

5　475.142,2S9

川
日

間

川川　l　川川　　　川川

i :蝣　　　　　　　　　i蝣:

蝣

"

,

　

　

　

　

.

.

 

*

,

　

　

　

　

-

m

C
3
>
　
　
　
　
　
　
C
T
)
　
　
　
　
　
　
　
O
f
U

0

　

　

　

　

　

　

り

ん

　

　

　

　

　

　

　

J

4

1

,
_
　
　
　
　
　
　
　
T
 
J
　
　
　
　
　
　
.
/
I
.

-

」

州

>

-

7

-

|

　

a

s

I

蝣

J

-

.

33,430,343.52!

22S.9S7.031

30.972,456

0.61!　　　　　　日.39

24.957,443,861

17,416.739,533

4Hitl E　　　りJIIJ

36.248,347

12.56

1,401.372,201

959,949, 898

2　　　　　　　　12　　　】　　　]2

SO, 9、川　　　　15. 】76

530, ood

M
当
~
1
川

l

 

q

い

m

 

i

 

u

ヽ

U

;

　

J

 

I

~ ~「ー~~　-tt~、一一、

530,ooq　　　　,00

17,055　　　　　　3,450

1

Ill:i qSrl:　　　　　L'P. 099

9.4α　　　　　　　1,0

31.75C六　　　　　　9, 250
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ウ　給付状況

、一、--一・　　　　　年　度

IK　分

-・般被保険者 潮
「

給
付
割
合

退職者本人　(刺)

退職者本人の被扶養
者(外来) (割)

退職者本人の被扶養
者(入院) (刺)

S^K

射皆i　費　用(円)

1
　
時
金

出

産

育

児

葬
祭
資

枠　　用　(R)

作

　

付

l
 
i
-
　
　
　
C
O
 
f
-

1,526,347　　　1,58-1.119

34.糾715,843　35,788,130,029
.039

311,700,000

(300, 000)

二.909

58, 180,000

;I-I'

門

数

　

用

o
c

,659,034 i 1,567,287

36,947, 157,284

(300, 00叫

2,823　　　　　　3,062
t

56,-160,000 i　　61,2こ40,000

(20, 00叫　　　　　　　　　(20, 000)∴l・-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

1,530,295　　　1,588,093　　　1,663,224

834,595,843　36,189,890,029

122,415

200, 753,300

1術(I,500)

786,975,470 j40,173,016,706

Llgu

357,000,000

1,235

370, 500,000

(300, 000)　　(300, 000)
1

3,069!　　　　3,113

61,380,000

(20, 000)

1.571.546

37,346,797,284　旦205,355,470
127,414 :　　125,785

209, 134,200 !　206,586,700

1術(1,500)

2術(1,700)】　2術(1,700)

1術(1,500)

2術(1,700)

123,433

202, 768,500

1術(1,500)

2術(1,700)

62, 260,000

(20, 000)

1,867,781

40,605,776,706

120,839

198, 506,900

1術(1,500)

2術(1,700)

(注) ( )内は1件当たり給付額

エ　診療費・諸率

・ー_　　　　'T '空

.1　　-I-

受　　　診　　　率(%)

1件当たり　日数

1件当たり資用額(円)

1人当たり1-管用額(FIj)

1人当たり受診日数

日]当たり費用額(円)

出　　　生　　　率(%)

死　　　亡　　　率(%)

773.65

2.9

25,758

199,280

二.i

8,872

2.8

1.六.561蝣蝣

]

199,5割
9,023

0.60　　　　　　　0.DY
l

1

1.36　　　　　　　　`14 .

14

708.30

2.8

24,8朋

175,968

20

8,985

0.52

1.33　　　　　　　1.41
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オ　納付組織(平成16.3∴31現ft)

名　　　　称　　国民健康保険会

組　織　数　112組織

会　員　数　　2, 131人

.事　務　費　(保険会の事務望!I)

ア　当該月の保険料を保険会会員が納期内に完納したとき、保険料領収二苦1枚につき200円(通常事務焚)

イ　保険会会員が保険料の納付方法を[二】座振替又は自動払込みに変更したとき保険会会員1人につき

1, 000円(特別事務費変更時のみの交付)

力　収納率向上対策

・納付推進員3 2人及び職員による臨戸徴収の強化

・電話催告による納付指導の強化

・初期未納の防止強化

・口座振替の推進及び納付窓口の拡充

(3)老人保健医療制度(昭和58年2月IH、国により実施)

対　象　者　　本市こ居住する75歳以上の者(昭和7年9月30日以前に生まれた者を含むO ) 、

及び6 5歳以上7 5歳未満で障害認定を受けた者

受給資格者　　国民健康保険の被保険者または社会保険の被保険者・被扶養者

実　施　状　況　　件数　　1, 957, 214作

拝辞　　60, 591, 737千円

(4)国民年金(昭和34年8月22tl事業開始)

ア　拠出年金被保険者状況

一、 、㌫1-一・ 、、㌧_
こi-1珪

(平成15年度)

第1号被保険者

任　意　加　入

第3号被保険者

井:　　,il-

.

.

.

.

.
r
　
　
　
-

窯
H

re免　　　　　<t re　バ

険除

ll

109,254

1,858

61,蝣160

172,572

叫.,.'(屯　Ff 、,!;　　　　・:上TSl

I:戸二主的何字'l f*l求iJ! tf

料者:　　　計　　　　　　　30,277

免　除　率　(%)　　　　　　7.7

1二　　　　　　　　】:1

111,106　　　115,140

1,822　　　　　,873

0,961　　　　59,891

173,892　　　176,907

5,659　　　　　,821

19,205　　　　19,523

17,164

1,902

59, 598

178,664

5,981

13,303

8,98-1　　　　9,957　　　　　　9. 190

33,848　　　　35,301

30.5　　　　　　　　30.7

28,-174

118,096

1,908

58,322

178,326

6,16?

13,841

10,598

30, 606

(注)学′1三納付特例(、1蝣'-ftに1 2年・川創設)
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イ　年金受給者及び支給年金額 (単位　千H)

臣事　m

&ms¥

EM hV,祉こ「`iI

蝣'蝣i'Tiiポ　こ　年　:i".　紬

263,865

「t

LII・  ;'u　　訓、 ・こ蝣:k-,¥fi　　　　　　　　計上

207　　　　　　・10-1　　　　　157, 600

老　齢if三　爺

通算老齢年金

老齢基礎年金

E碍　ffi　年　余

Pv;'?1占碇;r^
「

17,043i　　　　7,973,014　16,068

9,521　　　　　2,220,818　　9,202

6-2
'xj

blO

7,123

38,9什166　64,579

母子・迫児年金　　　　　　　　　　　　　2,07!

・1・・・v蝣・・ご:.　　‥　　　・・I..'.I 「、「追放基礎年金　　　　　　　　　　　　　663,420　　　607

寡　卯　年　会

計

79　　　　　　40,77ェ日　　81

1

91・220　　　　57, 199,666

7,55-4,277

2,151,48']

1-1,929　　　　　　6,988,661

8.8M　　　　　　2,058,311
1

13,016,59369・69246,047,870

___、_-,こ‥___. L
165,242蝣186!・13-1.178

6,918,445日8117,143,458

3,036!】0

_∴、、一一一_I_______-Tt_

--聖578

78三・12,019

38,565

__42,23978

99,093　　　　61,036,784 102,852 63,510,692

ウ　国民年金制度の広報

国民年金制度についての埋解や届出もれをなくすための情報提供等、広報、 PR活動を推進する。

・市政だより

・市電・市バス内ポスター掲示

・シティFM

・年金出前講座

・市民健康フェスティバルにてPR
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(5)生　活　保　護

生活保護制度は、生活困窮者に最低限度の生活を保障し、併せてa立の援助をすることを主な目的としている。

ア　保護状況

イ　保護率の推移(年度平均)

年 度

<: '<)
l l 1 2 】3

i

「l 15

i

市

‰ ‰ ‰
‰ 嘉 .…

13 . -1 0 1 3 . 6 3 1 3 . 8 1
I

1 3 . 9 8 1 3 . 7 2

L卜ー
′hJ

7 . 7 4 7 . 9 1 8 . 0 7 8 . 2 3 8 . 2一.I

i
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ウ　保護措置状況

エ　世帯の労働力類型別被保護世帯 t ・トIAM fnTlft l] T-l勺1

オ　保護施設
(平16.4.1現在)

種 別 [ 施 設 名 経 営 主 体 ! 施 設 代 表 者

I

i

.% ('f: 也
I S > ¥ -: 十∴ 十 ++

昭 3 5 . 12 6 0

措 置 人 員

3 9救 護 ! -1 * '/ i 社 会 福 祉 法 人 ; :; l l
-

】春 E] 5 T Ej 1硝 3 6 号
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8　市　民　病　院

熊本市立熊本市民病院は、昭和2川三に民生病院として開設され昭和54年南館、昭和59年北館,平成1 3年研

究管理棟を建設し、現在、診療科25科病床数552床( ・般病床5′1()床、感染症1 2床)を存する地域医療の中核

的な総合病院として、一般医療のはか高度・特殊医療を担当しながら自治体病院としての役割を果たしている。特に新

生児医療については、新生児医療センタ-60床(NICU1 5床を含む)を設け、全県下を網羅し、 24時間体制で

活動している。また、平成1 5年8f‖こWIIOとユニセフから「赤ちゃんにやさしい病院」の認定、 ・成1 6年3月に

は県から総合周産期揖予医療センターの指定を受けた。

(1)概　　要

所　在　地

開設年月[-:I

fi地面柚

建物面積

構　　　造

病　床　数

3-な設備

湖東1T目1番60号

昭和21年2月1日

14,005.13m

延34,912.79m

鉄骨鉄筋コンクリートi封也下1階地上8階建

552床〔一一般540床(うちICU6床) 、感染症12床〕 (・-16.6.1現在)

脳波計、 LJCG Ol磯超許洗粉新装rl琵) 、 CCU、 Col回転照射装置、光凝固装置、多用途

超音波謝新装置、血液ガス分析装置、無菌空気ろ過装置、分娩監視装担、オートアナライザー、

自動血球計数器、ラルストロン、ジャイロスコ-プ、全身用CTスキャナー、血管造影装置、

リニアック(超高はX線照射装ILU 、コンビュ-テッド・ラジオグラフィ-、デジタルガンマ

カメラシステム、生化学自動分析装置システム、核磁気共鳴イメージング装置、ハイパーサー

ミア装iff、体外衝撃波結石破砕装iff、人~r二心肺装置

診療科口　　内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、中り許斗、外科、魁珍外科、形成

外科、脳祁曝紗仁科、呼吸音紗挿し心臓血管外科、中り汐け牛、皮J酎斗、泌尿署許斗、こうPl料、

産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、船私麻酔科、リウ

マチ科、脳卒中診療科、血液免疫内科、腎臓斗、感染症科、小児循環器科、新生児医療セン

ター～、小児ノL膨ト科、代謝内私臨粛離幹ト、救急診療部、集中治療部

職　員　数　　604人(医師78人　看護師383人　m療捷姉78人　糊その他65人) (平16.6.1現在)

(2)経営状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)
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(3)使　用　料(平16.6.1現在)

A
 
B

室
登

那特
個

〝　　C

(4)寺斗目別診療1岩見

〓
H
　
日
　
日

1
⊥
　
l
 
1

人
大
人

r

:

　

:

　

日

日

十
「
十

「
O
 
c
n
>
　
0
0

2

　

2

　

1

j
　
　
　
/
　
　
-
/

市内患者4, 000円　　市外患者6, 000円
市内患者2, 000円　　市外患者3, 000円

市内患者1,000PI　市外患者1,500円

＼　?&諒で　r I, i 12　13
科El　＼一、

入　　　　院】　58,392　　　　58,389　　　　60,796

L　~~口平均入院」　　　　:159.5　　　　　160.0

内　　　科　t　外　　　　来　　　68,205

輪　神　料

58,429　I　　71,052

L一二°等?(.*279.5-|-
I-1-26-597|279
-T26,読-「㍊90.0
入　　　院i 0 I 0 j 0

Lj i一日平均入院　　　　　0　　　　　　　0　　1　　0

外】二南画孟十一1昔一一十一」1,994

49.-(f--I-一昔㌻l
計　　　i ll,808　　　　11,994　　　　12,535

14.9　　　　　　蝣43.3

10,997　】　10,642

入　　　　院　　　　28,766　　　　28,450　　　　28, 275　　　　27,736　I　　24,870

t二l平均入院　　　　　78.5　　　　　　77.9　　　　　　77.5

小児科[二竺Bl途上葦二十葦土岩l　　　　計　　　　　　50,269　　　　49,506　　　　49,234

A前毎諾十㌢,380

5-T-十霊竪一一1十岩
外当二雲孟夏千二票二千::票二手票

計　　　　　　49,828　　　　蝣18,541　　　　48,066

入　　　　院　　　　23,73`1

整形外科　-Bw聖5)A|:芸ll l荒;-7
一一a空些?_塗　　111.0

人計一一コ二霊
二首車敢賢1一十12.31

皮　膚　科!外　　　　来!　22
i:l平均外来　　　　93. 5

計　　　】　27,366
一　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼・-

入　　　　院　　　　2,978

21,511　　　　L¥J,000

25.287　　　　　26, 102

76.0　　】　　　8.0

21,79!　　　19,892

9.0　　　　　　　3.9

49,至墾　　　44,762

L霊2十一霊.3I

21,564　　　　18,811

S.0　　　　　　　76.5

13,506　　　　　・13,025

20,588　　　　19,784

58.9　　　　　　　bl.2　　　　　　　56.4

103.　　　　　106.5

蝣1,015　1　4,065

ll.0　　】　11.1

写言,729

2.T--23,203
--------
】
26, 744　　　　　27, 268
二二二∴　L_---1--、_　∴、.‥

3,686　　　　　3,705

一日平均入院】　　8.　　　　　10.1　　　　10.2

泌尿暑呂料L竺」一一一旦」9,9i
-T。-冒-n平te外もi

計

入　　　　院

日平均入院

外　　　　来

計

入　　　　院

w

耳　　　鼻

いんこう料

確[・awre日は

ち ・l二い1均＼i'.x
I　　_J^_ i_js _"-

外　　　　来

-一日平均外来

卜='蝣t-y-t一束

外　　　　来

- E一日三均外来

計

34.1

21.419

91.0　　　　　　87.1

7.1　　　　　　7.8

、i …　　'蝣'..蝣・蝣!

・II∴: ・ ∴
普-----!----‥霊:41

.T
9,953　　　　　9,073

13.9　　　　　　40.6
1

14, 4・15　　　　13,658

4,375　　　　　5, 180

12.0　　　　　　14.2

20.337　】　23.610

83.0　　　　　　　96.4

蒜I-辛-34.-2-

12,2591
日76丁~~~…7

詰S9「「霊。

73.-170.7

・15, 121　　　　-13,501
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t＼ ＼　　　＼　i・三度

科E=1 -＼一一＼患者数、

iiZg

大　　　鹿M

日>l>均人

lLtT　　　　トI　　^　　　　、も

日平均外来

!入　　　　院

リハビリテ

」 :蝣rL

12　　　　　　　13　　　　　　　II

臼平均入院i l・8
外　　　　来1  1こ1,278

--- El 、主J-'J>-tJk

,　　計

・入　　　鹿
一一日平均入院

放射線科L旦___一一__-_I
束

-一日平均外来

l　　　　計

IS
Lと____一一一_‥

,　一一日平均入院

麻　酔　科:外　　　　来
0.　　　　　　　0.3　　　　　　　0.4　　　　　　　0.3　　　　　　　0.3

4.208　　　　　　4.848

El平均外来i　17.2
圭汁　　　　　　　-1, 327

入　　　　院　　　　7,887

外

A

形成外科i　外

R

院

一日it均入院

a,Il'l
-23.T--1-4,3
-------冒

21.　　　　　19.i　　　　　18.2

6,651  I　　6,299-11111-lllJIJ-J--T------"'~~~~~~-~

27.2　　　　　　　25.'

14-,538　　13, 533

】

9.1　　　　　　9.5

".・・・-il　ヽI.　'.'¥　　　　　　二束　　　4,076

[入　　　院
; -o・均入院

小児心臓i　外　　　来
一二　　一i; :ト.*.*vこ.

計　　　　t

入　　院5
-日W-i句入院:

:・KL・'. ' 、・蝣i、、~~、　、　　¥:,

外　　　科　　-El平均外来
r-`~　--　　　　　　　　-　　~~

!　　　計

入　　　　院

」二=E壁聖～重
合　　　　L汁　　*!・　　　　束

12,857　　　　11,693

2.958　　　　　1.356

tl. i　　　;　　　x

21.¥- 「1-義
丁ー~~~…

4,638

12.9

4,217　　　　　3,699

17.2　　】　15.1

8,920　　　　　8,337

2,196　　　　　2,038

1

1,815

6.06.0
吉二「一昔-4--岩

l垂~l2,122'

r1,695白票
1

3,767
T。.T-一一一1---丁百十一一一前一一
l
979　　　　　　　359　　　　　　　4<H

3.4　　　　　　　4.0

303, 586　　　　300.090

日平均外来　　1,2-14.2　　　1,224.9

fit　　　　　　-195, 831 495.221

1.5　　　　　　　1.8

4,746　　　　　2,054　　　　　2,730

192,802　　　　185,011　　　186,969

528・2　　　　507.0　　　　510.8
321,930　　　270, 115　　　265汚す6

1,314.0　　　1,102.5　　　1,079.3
11``　　　　　　　　1

5ト1,732　　　　455.156　　　　452,468
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(5)感染症患者収容状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　人)

(注)　日本脳炎については、軽症を除く

(6)新生児未熟児医療

本院は熊本県における新生児医療の中核となっており、現在、病床数6 0床の新生児医療センターでは、専従医師

3名、看護師5 0名が2 4時間体制で、ほぼ全県域から収容される新生児未熟児の治療にあたっている。

実　績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　人)

新生児専用救急車

装備機器等 新生児モニター、新生児レスピレ-タ-、搬送用保育臥バッテリーバッグ、保育器移送スタ
ンド、自動輸液ポンプ、力-ディオテンプ、自動血圧計、医療ガス一式、無線電話装置

(7)附属診療所

芳野診療所は、無医地区だった芳野校区に昭和3 8年河内芳野村立芳野診療所として開設され、以後も芳

野校区唯一一の医療機関として現在に至っている。昭和6 3年に老朽化した施設を改築し、平成3年2月1日

熊本市と河内町を含む飽託郡との合併により熊本市立芳野診療所に名称変更され平成4年4月1日組織変

更により現在の熊本市立熊本市民病院附属芳野診療所となったO

ア　概　要

所在地　　河l榊丁野田1410番地

敷地面積　　729. 50m

建物面積　　381. 47m

iiYi　　'　　一、・　　言L

診療科目　　内科、外科、小児科
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イ　利用状況

W j「 、 、1.I.I.l、、 年 度

Il

l

l2 ーtl Il一 15

外 来 数 ( 人 ) 5 , 6 'J主1
l

d . 16 7 5 , 32 9 蝣1, 7 -12 ご蝣1, 6 5 rl

(8)産　院

熊本市立熊本産院は、昭和2 0年4月に熊本市本荘町の市立乳児院の--朝に本荘産院として開設され昭和2 5

年7月に児童福祉法に基づく助産施設として、現在の名称で新築移転し、社会的使命を担いながら長期欄にわたり

公立産婦人科病院として、市民の、主に、産科系医療ニーズに応えている。

なお、平成1 1年4月1 F沌旨本市民病院と組織の統合がなされた。又、平成1 4年8月who/ユニセフから

「赤ちゃんにやさしい病院」に認定されたO

ア　概　　要

所/!-:地

fi地面純

建物面積

木　fifi

新　館

看護師宿舎

病床数

EMSMx

イ　利用状況

本山3丁目5番1 1号

3,028m

1,88 1.2m

鉄筋コンクリート2階建　延1,104.6n了

鉄筋コンクリート3階建　延565.5m

鉄筋コンクリート2階建　延211.1rri

38床

医師3人　助産師(看護師) 18人　医療技術員3人　事務職員4人(平16.6.1現在)

、、忘 ㌃ 、1、、、一.、、、、、＼笠 .、、

ll 12
-
l 13 ー4

I

f l5

分 娩 数 (人) 4 16 3 81 - 」∴
332 3 51

入 院 数 (人) 5,74 1 7,839 8,148 7,495 7,889

外 来 数 (人) 12, 1̀97 13,263 13,195 ∴ ＼ 13 ,5 24

計 (件) 2 1,238 】 21ー10 2 21,343 20.798 2 1.4 13

ウ　経営状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

1、、＼＼、＼ 、一、、.、、.、、. 年度

」< 蝣''> 、+
ll - 12

l

】 13

-

「ー 15

収 入 564,845 527,173 526,400 500,297 蝣155,!

支 Ui 564.795 527,123 526.3-19 500,247 】 155,8 39

損 益 50 50 - 51 50 50

エ　使用料及び手数料

、蝣f>　f-とり廿L

個室(3室) 1日つき　　　500円

I"V."蝣!

文書手数料1通につき　1, 000円
但し、死亡診断iIJはl通につき2, 000円、生命保険関係書類はl通につき4, 000円
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